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天
　
野
　
元
　
之
　
助

　
　
〔
要
約
〕
饅
業
生
魚
を
可
能
に
し
、
生
産
力
を
増
大
す
る
た
め
に
は
、
水
を
い
か
に
管
理
、
利
用
す
る
か
と
い
う
こ
と
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
。
か
か
る
設

岬
　
備
が
公
家
の
力
、
共
同
体
あ
る
い
は
個
人
の
手
に
よ
っ
て
な
さ
れ
、
生
産
に
寄
与
す
る
と
き
、
水
利
権
の
問
題
が
大
き
く
取
上
げ
ら
れ
て
く
る
。
本
稿
は
か

｛か

ｸ
蹄
雛
罷
蕪
黙
雛
幽
埠
鳥
影
鞍
置
ギ
均
難
ど
か
泉
利
権
遥
々
馨
を
伴
っ
て
・
地
方
葉
…

｝
　
生
じ
て
く
る
。
さ
れ
ば
本
稿
に
あ
っ
て
は
、
私
が
親
し
く
か
の
地
に
あ
っ
て
災
地
踏
査
し
た
資
料
に
よ
っ
て
、
こ
の
種
の
慣
行
の
成
立
の
事
惜
を
昏
地
域
別

…
　
に
考
察
し
た
。
更
に
か
よ
う
に
し
て
成
立
し
た
水
利
慣
行
が
、
薪
中
毒
の
成
立
に
よ
る
社
会
関
係
の
変
革
か
ら
ど
の
よ
う
な
変
化
を
承
し
た
か
を
見
た
。
そ

｝
　
こ
に
は
、
過
去
の
封
建
性
を
帯
び
た
不
合
理
な
捌
度
が
、
徐
々
に
改
革
さ
れ
民
主
的
・
統
一
的
な
水
利
二
期
管
理
制
度
が
確
立
し
つ
つ
あ
る
の
を
み
る
の
で
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鞘
　
は
し
が
き

　
水
は
、
自
然
が
賦
与
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
貯
え
・
導
き
◎

あ
る
い
は
排
除
す
る
設
備
を
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
生
産

を
可
能
に
し
、
ま
た
生
産
を
高
め
る
も
の
ぞ
あ
る
。
す
な
わ
ち
か
か

る
設
備
が
、
公
家
の
カ
・
あ
る
い
は
共
同
体
・
あ
る
い
は
個
人
の
手

に
よ
っ
て
行
わ
れ
、
生
麗
に
寄
与
す
る
揚
合
、
そ
こ
に
水
利
権
が
前

景
に
あ
ら
わ
れ
る
。

　
申
國
の
ご
と
き
、
自
然
的
諸
条
件
に
お
い
て
き
わ
め
て
多
様
で
あ

り
、
そ
の
社
会
経
済
的
発
展
が
均
等
性
を
欠
き
、
そ
の
生
塵
技
術
竜

進
歩
の
度
合
を
異
に
す
る
だ
け
に
、
こ
の
水
利
権
に
あ
っ
て
も
、
地

方
々
々
で
種
々
な
慣
行
を
と
も
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
て
き
て
い
る
。
そ

こ
で
ま
ず
若
干
の
具
体
例
を
越
し
て
、
こ
れ
に
関
す
る
問
題
を
説
述

し
て
ゆ
こ
う
。
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二
　
華
南
に
み
ら
れ
た
若
干
の
水
利
慣
行

　
一
九
四
二
年
十
二
月
、
私
は
塩
見
金
五
郎
・
中
出
清
一
・
竹
谷
秀

夫
の
三
景
ら
と
と
も
に
、
広
東
省
溢
水
県
（
海
南
轟
）
に
赴
き
、
有
名

な
話
頭
堀
の
水
利
慣
行
に
つ
い
て
調
査
し
た
。
こ
の
燭
は
、
す
ぞ
に

道
光
重
修
・
光
陰
補
修
『
瑳
州
府
志
』
巻
四
書
　
輿
地
・
水
利
の
項

に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
竜
の
で
、
明
代
に
楊
姓
な
る
者
が
官
許
を
え
て
、

源
を
黎
由
に
発
す
る
小
河
を
、
霊
水
県
城
の
北
二
〇
支
里
（
約
一
一
・

五
キ
ロ
）
に
あ
る
溝
頭
村
で
鰯
を
つ
く
り
、
溝
を
開
い
て
約
五
、
○
○

　
　
　
①

○
「
工
田
」
　
（
わ
が
二
〇
五
町
歩
に
あ
た
る
）
を
灌
諭
し
て
い
る
。

　
そ
の
水
利
施
設
の
管
理
権
は
、
代
々
楊
姓
の
子
孫
に
属
し
、
岡
族

闇
の
協
議
に
よ
っ
て
、
交
代
で
こ
れ
を
管
理
し
て
き
た
。
そ
の
管
理

者
を
「
水
長
」
と
呼
び
、
調
査
時
に
は
正
・
副
署
長
各
一
名
が
同
族

者
か
・
り
出
、
そ
の
妊
命
に
か
か
る
「
水
…
催
」
二
名
、
　
「
水
甲
」
二
名

が
そ
の
仕
事
を
抵
当
し
て
い
た
。
水
催
・
水
甲
は
、
同
族
者
と
は
限

ら
ず
、
他
姓
の
も
の
で
も
さ
し
つ
か
え
な
い
。

　
さ
て
河
水
を
堰
い
て
こ
れ
を
溝
に
引
水
す
る
蠣
、
即
ち
「
塞
賦
し

は
、
’
毎
年
旧
暦
十
二
月
二
十
五
日
ご
ろ
新
た
に
造
る
の
で
あ
っ
て
、

こ
の
時
期
に
・
な
る
と
、
灌
概
区
域
の
水
の
利
用
者
が
、
水
長
か
ら
呼

び
出
さ
れ
て
、
約
八
キ
ロ
に
わ
た
る
水
溝
を
、
下
流
か
ら
補
修
し
つ

つ
、
塞
破
の
と
こ
ろ
に
集
ま
る
。
こ
の
と
き
身
水
長
は
、
豚
を
宰
り
酒

食
を
供
え
て
「
蠕
神
」
を
祭
り
、
そ
れ
か
ら
型
録
の
築
造
に
か
か
る
。

こ
の
工
事
は
、
水
流
の
堰
止
め
に
あ
り
、
短
時
閥
に
完
成
せ
ね
ば
お

し
流
さ
れ
る
の
で
、
灌
瀧
区
域
の
農
民
五
〇
〇
1
六
〇
〇
人
の
協
力

の
も
と
に
、
一
気
に
造
り
あ
げ
て
ゆ
く
。
塞
阪
の
高
さ
は
約
ニ
メ
ー
’

ト
ル
、
長
さ
は
五
〇
メ
ー
ト
ル
あ
っ
て
、
下
部
に
自
然
石
が
あ
り
、

　
　
　
　
く
い

そ
の
聞
を
戎
に
よ
っ
て
連
接
し
、
竹
木
で
つ
く
っ
た
芸
無
を
富
み
、

，
こ
れ
を
積
み
上
げ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
工
事
は
、
約
二
日
聞
で
完
了

す
る
が
、
材
料
も
労
力
も
、
と
竜
に
灌
瀧
利
用
者
の
完
全
な
奉
仕
に

も
と
づ
き
、
工
事
が
お
わ
れ
ば
、
　
一
同
は
水
長
が
用
意
し
た
ふ
る
ま

い
に
あ
ず
か
り
、
編
神
を
拝
し
て
解
散
す
る
。
ち
な
み
に
こ
の
塞
隙

を
利
用
し
て
灌
圏
す
る
の
は
、
　
「
小
誌
」
す
な
わ
ち
冬
作
の
期
間
だ

け
で
、
雨
期
に
は
こ
れ
を
破
壊
し
て
、
自
然
の
流
水
に
ゆ
だ
ね
る
の

で
あ
る
。

　
さ
て
塞
阪
が
完
成
し
て
、
放
水
を
始
め
る
と
、
そ
の
塞
醸
な
ら
び

に
水
溝
の
管
理
は
、
水
長
の
責
任
に
お
い
て
、
水
催
と
水
甲
が
こ
れ

に
あ
た
る
。
両
者
は
、
つ
ね
に
剥
身
・
水
溝
を
見
廻
り
、
破
損
あ
る
い

は
盗
水
の
膚
無
を
監
視
す
る
。
水
雲
…
は
、
だ
い
た
い
途
中
で
盗
水
で
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き
な
い
よ
う
な
自
然
の
高
地
の
間
を
通
過
し
て
い
る
が
、
処
々
に
水

田
が
ひ
ら
か
れ
て
い
て
、
増
水
者
が
無
い
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
監

視
を
必
要
と
し
A
渇
水
時
に
は
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
争
端
を
生
ず

る
こ
と
も
あ
る
。

　
五
、
○
○
○
工
田
に
お
よ
ぶ
灌
概
匿
域
は
、
緩
漫
な
傾
斜
地
で
あ

る
の
で
、
分
水
路
を
必
要
と
せ
ず
、
水
田
は
田
つ
た
い
に
灌
歯
し
て

ゆ
く
。
し
か
し
渇
水
蒔
に
は
水
を
堰
き
止
め
て
自
分
の
田
に
灌
ぎ
、

自
然
の
流
水
を
阻
む
こ
と
が
あ
る
の
で
、
水
争
い
の
生
ず
る
こ
と
が

あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
は
、
水
長
に
は
責
任
な
く
、
当
事
者
早
態
間

で
解
決
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
す
な
わ
ち
水
長
な
る
も
の
は
、
流
水
を
で

き
る
だ
け
多
く
、
灌
漉
区
域
に
達
せ
し
め
れ
ば
、
責
任
は
は
た
し
た

こ
と
に
な
る
の
ぞ
あ
る
。

　
そ
し
て
こ
の
水
を
利
用
す
る
者
は
、
水
長
に
対
し
て
轡
工
手
に
つ

き
一
一
角
（
二
十
銭
）
の
「
水
穏
」
を
支
払
う
。
そ
の
と
り
た
て
に
は
、

水
長
み
・
ず
か
ら
水
を
利
用
す
る
耕
作
農
民
の
と
こ
ろ
に
赴
く
。
水
の

利
用
者
に
異
動
が
あ
れ
ば
、
も
ち
ろ
ん
「
水
租
簿
」
の
名
義
か
き
か

え
を
す
る
が
、
そ
う
は
げ
し
い
異
動
も
無
く
、
ま
た
そ
の
滞
納
者
も

無
い
と
い
う
。

①
　
「
工
韻
し
と
い
う
の
は
、
こ
の
漏
水
県
で
は
、
一
人
の
農
婦
が
一
日
目
朝

　
十
時
よ
η
／
夕
六
一
七
隊
胃
ま
で
）
　
に
蟹
赫
楓
え
し
う
る
需
凶
積
を
指
し
、
種
籾
五

　
升
（
臼
本
町
）
分
の
稲
“
田
（
無
い
）
を
植
え
付
け
う
る
｝
賦
積
を
い
い
、
　
（
郵
「

　
あ
た
ジ
八
○
一
一
六
〇
橡
、
　
一
二
七
、
八
本
植
え
）
、
　
三
工
旺
が
だ
い
た

　
い
一
麦
畝
（
陵
「
水
の
畝
は
わ
が
一
二
・
三
熱
）
と
さ
れ
、
ま
た
二
〇
な
い

　
し
二
五
工
閏
が
わ
が
一
町
歩
に
あ
た
る
と
い
う
。

　
つ
ぎ
に
燧
煙
県
の
太
陽
漢
を
6
窪
く
巨
大
な
水
利
施
設
と
そ
の
慣
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎

を
述
べ
よ
・
り
。
　
”
〈
れ
は
、
導
出
〇
、
　
○
○
○
「
工
田
」
に
も
達
す
ワ
の

灌
嶽
施
設
で
あ
っ
て
、
六
つ
の
経
営
主
体
に
分
か
れ
、
い
ず
れ
も
数

百
年
前
そ
の
祖
先
の
手
で
き
つ
か
れ
、
爾
来
今
日
ま
で
そ
の
子
孫
に

継
承
せ
ら
れ
、
そ
の
施
設
の
管
理
と
と
も
に
、
「
水
計
」
（
「
娯
水
籾
」
）

を
徴
し
て
い
る
。

　
そ
の
一
つ
で
あ
る
太
陽
上
洪
は
、
ま
た
理
容
洪
と
も
称
せ
ら
れ
、

太
陽
漢
の
上
流
に
施
設
し
た
も
の
で
、
呉
姓
の
経
営
に
か
か
る
。
こ

の
規
模
は
、
も
っ
と
も
大
き
く
、
灌
概
面
積
も
判
事
〇
、
○
○
○
誉

田
に
及
ん
ぞ
い
る
。
　
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
前
記
『
顔
州
府
志
』
巻

四
周
　
輿
地
・
水
利
の
項
、
道
州
の
条
に
、
　
「
洪
口
漢
」
と
し
て
記

載
せ
ら
れ
、
そ
れ
は
「
琴
弾
九
〔
支
〕
里
の
地
に
在
り
、
元
の
大
徳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

一一

N
（
一
，
二
九
八
）
萬
嶽
孚
隠
茄
民
呉
｝
顕
思
圃
が
樹
　
を
棄
て
て
漢
と
ゆ
な
し
、
躬

ら
開
墜
に
任
じ
、
知
萬
安
軍
の
賀
葺
が
俸
を
掲
し
て
こ
れ
を
助
け
た
。

三
口
が
既
に
通
じ
、
水
を
導
き
、
東
流
し
て
小
海
に
至
り
、
流
れ
に
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沿
う
て
隙
十
一
所
、
溝
十
八
条
を
碧
く
。
明
末
に
阪
・
溝
が
と
も
に

　
　
　
　
　
　
ゆ

塞
が
れ
、
州
民
呉
時
行
が
重
修
す
。
康
煕
三
＋
八
年
（
一
六
九
九
）
水

利
使
呉
孔
恵
が
ま
亙
。
灘
．
を
絹
じ
て
重
修
し
た
し
も
の
で
あ
る
・

　
ま
た
太
陽
下
翼
は
、
石
野
営
と
も
称
せ
ら
れ
、
薫
姓
の
経
営
に
属

し
、
そ
の
規
模
は
前
者
に
つ
ぐ
竜
の
で
、
約
一
五
、
○
○
○
工
田
を

灌
潤
す
る
。
こ
れ
ま
た
『
環
州
府
志
』
に
、
　
「
禄
益
漢
」
と
し
て
記

載
せ
ら
れ
、
こ
れ
は
「
州
西
五
〔
支
〕
里
に
在
り
。
明
の
州
守
二
進

が
三
業
河
を
導
い
て
、
阪
・
水
車
を
築
き
、
各
村
の
田
畝
を
隣
し
た
。

ま
た
石
絡
よ
り
溝
…
を
開
い
て
、
銅
鼓
嶺
に
至
り
、
石
に
遇
っ
て
中
止

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

す
。
康
煕
一
ご
十
・
年
（
一
六
九
一
）
生
鼠
貝
（
科
挙
の
受
験
資
格
者
）
男
盛
洪

　
　
　
　
　
や
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
ろ

が
ま
た
石
を
点
い
て
御
通
し
、
南
洋
田
を
温
し
、
利
甚
だ
博
し
。
い

ま
銅
鼓
に
雷
干
・
民
芸
計
五
所
を
設
け
、
禄
益
よ
り
大
器
に
至
る
ま

ぞ
に
隙
三
、
溝
三
あ
り
し
と
述
ぶ
。

　
さ
ら
に
水
溝
堰
は
、
そ
の
つ
ぎ
に
位
し
、
そ
の
施
設
は
陳
姓
に
属

し
、
約
三
、
○
○
○
磐
田
を
灌
請
す
る
。
こ
れ
も
、
　
『
葵
州
府
志
』

に
み
・
え
、
　
「
新
漢
才
賓
麦
阪
」
と
し
て
記
録
せ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、

「
伊
南
十
五
〔
支
〕
里
に
あ
り
、
明
の
嘉
靖
年
間
（
一
五
二
二
一
六
六
）

　
　
　
　
　
　
り

州
人
知
和
州
の
陳
遜
が
貨
を
慨
し
て
、
賓
麦
河
口
を
開
い
て
水
を
導

き
、
明
二
。
懐
一
・
仁
三
の
三
つ
の
「
図
」
に
あ
る
田
一
、
○
○
○

余
生
を
託
し
た
。
の
ち
、
水
の
た
め
沖
塞
さ
れ
た
が
、
遜
の
孫
の
霊
巌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
く
わ
ゑ

は
こ
れ
を
重
ね
て
開
き
、
阪
を
築
き
水
を
塾
し
、
蕎
孫
の
陳
鳳
吉

　
　
　
　
　
　
　
で
ん
ぶ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
い
ぼ

は
、
田
＋
五
工
（
「
差
米
」
六
斗
）
を
捕
し
て
、
「
追
河
煽
」
な
る
花
名

ぞ
登
記
し
、
毎
年
租
（
小
作
料
）
を
輸
し
て
破
を
守
る
の
を
助
け
、
今

に
い
た
る
ま
で
こ
れ
に
頼
る
」
と
あ
る
。

　
以
上
は
、
み
な
直
接
太
陽
漢
を
せ
き
止
め
た
竜
の
で
あ
る
が
、
他

の
ご
つ
で
あ
る
明
朗
堰
・
交
索
堰
・
烏
鳶
編
は
、
い
ず
れ
も
前
記
の

も
の
に
附
随
し
、
そ
の
支
流
に
独
立
し
て
施
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

そ
の
う
ち
馬
堀
編
は
、
開
設
当
時
、
共
同
で
施
設
し
た
た
め
、
現
在

で
も
そ
の
経
営
が
共
同
で
お
こ
な
わ
れ
、
互
選
に
よ
っ
て
管
理
者
を

挙
げ
、
そ
の
報
酬
は
水
禽
の
収
益
を
も
つ
て
こ
れ
に
充
て
、
な
お
一

定
の
積
立
を
お
こ
な
っ
て
修
理
費
に
充
当
す
る
な
ど
、
自
治
的
に
経

営
し
て
い
る
。

　
そ
し
て
臼
華
事
変
前
、
萬
寧
県
政
府
ぞ
は
、
太
陽
上
洪
の
管
理
者

呉
姓
（
馬
方
甫
）
を
「
水
利
官
」
に
任
じ
、
官
衙
内
に
水
利
宮
弁
寝

処
を
設
け
、
個
女
の
水
利
施
設
を
統
制
す
る
と
と
も
に
、
水
利
紛
争

の
処
理
に
関
〃
し
て
、
県
政
府
と
の
連
絡
に
あ
た
ら
し
め
て
い
た
。
も

っ
と
も
水
利
官
と
い
っ
て
も
、
県
政
府
か
ら
は
な
ん
ら
の
薪
俸
を
支

給
せ
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
ま
た
県
に
対
す
る
負
担
竜
無
い
。
た
だ
水
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利
経
営
者
の
上
席
と
し
て
、
個
々
の
経
営
者
闇
に
お
け
る
水
利
上
の

諸
問
題
に
つ
い
て
の
協
議
・
紛
争
に
関
す
る
事
項
な
ど
を
処
理
し
、

県
長
を
わ
ず
ら
わ
す
こ
と
は
、
ま
れ
で
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
各

水
利
施
設
の
経
…
宮
者
は
、
水
利
官
よ
り
水
の
配
分
・
調
節
等
に
関
す

る
指
示
を
受
け
、
あ
る
い
は
紛
争
の
防
止
。
解
決
等
に
関
し
て
協
議

を
す
る
に
と
ど
ま
り
、
か
れ
ら
は
看
守
人
を
置
い
て
「
洪
」
の
藩
視

に
あ
た
ら
せ
、
（
こ
れ
に
は
、
報
酬
と
し
て
　
盛
冬
（
「
大
熱
」
と
「
小

熟
）
籾
三
〇
〇
斤
つ
つ
這
う
）
、
　
ま
た
「
摂
首
」
若
干
名
を
置
い
て

各
摂
（
踊
）
ま
で
の
管
理
と
、
そ
の
区
域
内
の
導
水
籾
の
と
り
た
て
に

あ
た
ら
せ
た
。
そ
し
て
娯
よ
り
先
き
の
配
水
関
係
は
、
そ
れ
ぞ
れ
水

の
利
用
者
闇
に
お
い
て
「
公
約
」
が
立
て
ら
れ
、
こ
れ
を
遵
守
す
る

の
で
あ
る
。
そ
の
公
約
は
、
石
碑
に
刻
ま
れ
て
、
祠
堂
や
、
問
題
の

生
じ
易
い
第
一
・
第
二
の
娯
の
附
近
に
立
て
ら
れ
、
も
し
こ
れ
に
違

反
す
る
者
が
み
れ
ば
、
こ
の
碑
の
前
に
ひ
い
て
遵
守
を
誓
わ
せ
る
と

い
う
。

　
水
の
利
用
者
は
、
一
虻
田
に
つ
き
籾
六
扇
を
、
大
・
小
熟
の
ご
回

に
わ
た
っ
て
納
付
す
る
。
こ
の
籾
は
、
地
主
と
小
作
人
と
で
均
分
負

担
す
る
が
、
そ
の
と
り
た
て
は
、
専
ら
娯
首
が
こ
れ
に
あ
た
り
、
か

れ
ら
は
管
理
上
要
し
た
費
用
を
さ
し
ひ
き
、
そ
の
一
部
を
経
営
者
に

交
付
し
、
残
り
を
各
娯
首
問
に
分
配
す
る
。
ち
な
み
に
太
陽
上
洪
の

経
営
瀞
看
呉
方
甫
甲
の
一
力
年
の
収
入
親
エ
蘭
は
、
約
聾
八
、
○
○
○
斤
に

の
ぼ
っ
た
と
い
う
。
ま
た
娯
首
た
ち
は
、
そ
れ
ぞ
れ
耕
作
者
と
顔
な

じ
み
で
、
収
穫
期
に
出
か
け
て
ゆ
く
か
ら
、
滞
納
者
は
皆
無
だ
と
い

・
つ
。　

さ
て
上
記
の
灌
瀧
施
設
は
、
太
陽
漢
を
せ
き
止
め
る
「
洪
」
か
ら

し
て
、
水
は
人
工
を
三
っ
て
開
盤
せ
ら
れ
た
水
溝
に
導
か
れ
、
さ
ら

に
蚕
種
に
設
け
ら
れ
た
堰
（
填
）
に
よ
っ
て
支
路
に
入
り
、
処
々
に

設
け
た
鰯
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
田
に
灌
水
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
太

陽
上
洪
は
、
そ
の
灌
漉
末
端
た
る
新
村
堰
ま
で
二
五
〔
支
〕
里
に
お

よ
ぶ
た
め
、
第
四
堰
ま
で
を
「
上
水
」
、
そ
れ
よ
り
以
遠
を
「
下
水
」

と
称
し
、
上
・
下
二
段
に
分
か
つ
て
、
配
水
の
調
飾
を
お
こ
な
っ
て

い
る
。

　
「
洪
」
の
藩
視
は
、
看
守
人
が
こ
れ
に
あ
た
り
、
小
修
理
は
み
ず

か
ら
お
こ
な
う
が
、
年
二
回
の
大
。
小
熱
植
付
前
の
修
理
や
水
溝
の

竣
漂
は
、
水
の
利
適
者
た
ち
の
自
発
的
奉
仕
に
よ
っ
て
せ
ら
れ
る
。

そ
れ
で
も
毎
年
経
営
者
、
た
と
ト
え
ば
呉
姓
に
つ
い
て
い
え
ば
、
一
千

数
百
元
の
費
周
を
、
そ
の
施
設
に
投
じ
て
き
た
と
。
ま
た
漢
水
に
よ

っ
て
「
洪
」
が
大
破
し
た
揚
合
に
は
、
総
会
を
開
き
、
寄
附
金
を
募
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集
す
る
こ
と
が
あ
る
が
、
水
利
施
設
は
相
互
の
利
益
の
こ
と
で
あ
る

か
ら
、
文
句
な
く
あ
つ
ま
っ
て
修
理
が
で
き
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

　
い
つ
ぼ
う
経
営
者
は
、
配
水
に
注
意
し
、
水
が
充
分
あ
る
年
は
別

と
し
て
、
三
寸
。
洪
水
時
に
は
そ
の
調
節
や
紛
争
に
注
意
を
怠
る
こ

と
が
で
き
ぬ
。
竜
し
洪
水
の
虞
れ
が
あ
る
と
き
に
は
、
「
洪
」
を
落

と
し
、
　
「
娯
」
」
以
遠
に
あ
っ
て
は
、
摂
門
の
…
開
閉
に
よ
っ
て
調
節
す

る
。　

な
お
毎
年
春
四
月
、
　
「
洪
」
に
お
い
て
祭
壇
を
設
け
、
経
営
者
が

祭
主
と
な
っ
て
水
神
を
祭
る
行
事
は
、
今
な
お
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。

⑨
　
萬
寧
の
「
田
」
は
、
　
一
人
置
農
夫
が
一
欝
に
手
植
え
を
な
し
う
る
水
閏

　
の
面
積
で
、
四
升
の
種
耐
糧
を
擶
種
し
て
生
じ
た
稲
…
秩
を
繍
一
え
付
け
ら
れ
る

　
と
い
い
、
三
工
田
な
い
し
二
・
五
工
眠
で
だ
い
た
い
一
〔
支
〕
畝
に
あ
た

　
る
と
。

　
同
じ
く
崖
穴
塞
｝
区
（
県
議
附
近
）
に
は
、
左
の
ご
と
意
灌
概
施
設

が
見
ら
れ
る
。

蠣

名
再
塾
灌
慨
面
汚
一
水
果
蘇
に
）
｝
傭

考

蔦
岸
石
燭

四

目
草
堀
、
一

曾
家
世
　
一

葺
、
○
○
○
秤
種

七
〇
〇
余
忙
種

　
四
〇
余
秤
種

　下中上

一・五三

把斤八種

燭
の
巾
四
〇
丈
、

高
さ
数
藁

筆
の
巾
一
〇
意
地

踊
の
二
二
、
三
二

新
開
堀

郎
糞
天

馬
丹
堀

高
地
堀

　　　　一一殉　　一di　一偏一

　
三
〇
余
秤
種

四
〇
〇
余
程
種

二
〇
〇
余
秤
種

一
〇
〇
余
秤
種

○
　
大
熱
時
に
灌
水
す
る
も
の

官
　
堀

．
郎
芒
堀

嶺
鐘
燭

　“二

一
、
○
○
○
余
秤
種

二
、
○
○
○
余
秤
種

一
、
○
○
○
余
秤
種

二八瞬

把二心
　　　一厚ら以　や夫黎
引上　つを界
水は
す’
　／jN

　漢
　か

て掛に
いしあ
る彫り
　つ　o

　て人

杯
明
｝
揮
還
漢
よ
η
引
水
「

　
　
　
久
し
く
修
理
せ
ず

備
考
　

一
差
種
は
一
・
二
二
に
あ
た
る
。
　
一
三
は
三
二
〇
斤
（
十
六
両
一
斤
）

　
の
八
戒
一
杯
の
鷺
を
示
し
、
そ
れ
を
本
田
に
藩
㎜
え
付
け
う
る
面
細
櫨
を
指
…
す
。

　
右
の
う
ち
重
事
序
題
は
、
一
九
三
二
年
崖
二
審
長
袖
聖
基
の
発
起

　
　
　
　
　
　
　
　
ぢ
ぬ
し

で
、
再
灌
概
区
域
内
の
業
主
か
ら
一
畝
に
つ
き
＝
兀
五
角
を
嵐
～
賢
さ
せ
、

資
本
金
約
五
、
○
○
○
元
を
も
つ
て
、
源
利
公
司
を
設
立
し
、
セ
メ

ン
ト
そ
の
他
の
資
材
を
職
一
入
し
て
、
こ
の
石
動
を
つ
く
っ
た
。
そ
の

み
ぎ
り
、
各
禺
資
者
に
は
「
股
票
」
（
株
券
）
を
交
付
し
た
。
と
こ
ろ

が
、
こ
の
石
編
が
翌
々
年
の
大
水
に
破
壊
さ
れ
て
か
ら
は
、
毎
年
編

を
修
復
す
る
。
そ
の
た
め
照
暦
三
月
に
は
、
灌
概
区
域
内
の
業
主
が

学
校
か
廟
か
に
集
合
し
て
、
鰯
。
溝
の
建
設
補
修
の
た
め
に
、
編
頭

を
選
禺
す
る
の
で
あ
る
。
（
も
っ
と
も
私
の
調
査
し
た
頃
に
は
、
同

一
人
が
煽
頭
を
や
っ
て
い
た
）
。
四
月
に
入
る
と
、
か
れ
は
約
一
力
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月
に
わ
た
っ
て
三
〇
一
四
〇
名
の
人
夫
と
約
二
〇
頭
の
牛
を
使
役
し

て
、
堀
と
溝
（
四
条
中
の
二
条
）
の
造
築
。
俊
喋
に
あ
た
る
。
（
他
の
二

条
は
、
比
較
的
水
位
が
低
い
の
で
、
附
近
の
地
主
や
小
作
入
の
手
で
行
わ
れ

る
。
ま
た
支
溝
も
、
同
様
で
あ
る
。
）
そ
の
工
事
が
完
了
す
れ
ば
、
編
に

祭
壇
を
設
け
て
、
　
「
煽
嬉
し
に
豚
・
鶏
な
ど
を
供
え
、
紙
銭
を
焚
い

て
祭
り
、
終
っ
て
一
岡
宴
を
は
る
の
で
あ
る
。

　
五
月
に
入
る
と
、
溝
に
水
が
通
さ
れ
る
σ
赤
綿
煽
・
郎
要
鰯
で
は
、

・
支
灘
…
に
灌
水
す
る
揚
合
、
高
地
の
水
田
　
は
、
　
一
定
揚
羽
を
せ
き
止
め

で
時
報
給
水
を
行
う
。
も
し
溝
に
関
連
し
て
水
争
い
が
起
き
れ
ば
、

結
局
県
政
府
ま
で
事
件
を
も
ち
だ
し
て
、
解
決
を
乞
う
の
ぞ
あ
る
。

　
水
態
は
、
前
表
に
示
す
ご
と
く
で
あ
る
が
、
鳥
岸
石
踊
に
つ
い
て

言
え
ば
、
一
九
三
四
年
以
来
籾
二
、
○
○
○
箔
以
上
に
達
す
る
そ
の

徴
収
額
は
、
ま
ず
公
司
の
経
理
に
瓢
一
〇
〇
箋
、
副
経
理
に
四
〇
箔
、

収
穀
人
四
一
五
名
に
そ
れ
一
五
箔
、
蠣
頭
お
よ
び
報
助
者
四
一
五
名

に
そ
れ
ぞ
れ
二
〇
箔
を
分
配
し
、
残
額
を
折
半
し
て
、
酬
半
は
股
東

（
水
の
利
用
者
）
に
分
配
し
、
一
半
は
年
肉
の
煽
の
費
用
に
充
当
す
る
。

ち
な
み
に
股
東
へ
の
配
当
は
、
笹
櫓
徴
収
前
机
上
で
計
算
し
、
配
当

額
だ
け
水
争
よ
り
さ
し
引
い
て
、
収
集
人
が
受
け
と
る
と
い
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
つ
ぎ
に
周
県
九
所
に
あ
る
九
所
溝
は
五
、
○
○
○
工
田
、
東
羅
溝

は
＝
二
、
三
〇
〇
エ
、
田
、
望
楼
溝
は
三
、
○
○
○
工
田
を
灌
概
す
る

が
、
一
、
○
0
0
工
田
内
外
の
小
溝
は
、
多
数
に
み
ら
れ
る
。
い
ず

れ
電
望
楼
渓
の
河
水
を
3
1
き
、
溝
中
に
板
を
も
つ
て
ふ
さ
ぐ
程
度
の

闘
（
九
所
溝
に
二
閲
…
、
望
楼
溝
に
二
士
、
東
武
溝
に
は
無
し
）
を
つ
く
り
、

灌
水
の
必
要
時
に
は
、
　
「
溝
鼠
し
が
三
日
ご
と
に
閾
を
閉
ぢ
て
引
水

す
る
と
い
う
。

　
こ
れ
ら
の
溝
は
、
前
述
の
諸
例
と
ち
が
っ
て
、
村
の
公
産
に
属
し
、

毎
年
旧
暦
十
月
に
村
の
有
力
者
が
「
溝
頭
」
を
選
ぶ
。
こ
の
場
合
、

溝
頭
た
ら
ん
と
希
望
す
る
者
は
、
酒
肴
を
賑
し
て
村
の
有
力
者
を
招

じ
、
選
任
さ
れ
れ
ば
、
か
れ
は
「
承
批
費
」
を
納
め
、
　
（
た
と
え
ば

九
所
溝
ぞ
は
三
〇
－
四
〇
元
）
、
こ
れ
に
対
し
て
「
批
溝
製
し
を
作

成
し
て
か
れ
に
与
え
る
。
・
溝
頭
の
職
務
は
、
た
え
ず
溝
の
状
況
を
監

視
す
る
ほ
か
、
大
熱
（
聞
十
月
十
臼
）
・
無
熱
（
五
月
初
）
後
、
　
っ
溝

丁
」
四
〇
…
五
〇
名
を
集
め
て
、
溝
を
稜
喋
す
る
。
こ
の
場
合
の
溝

丁
は
、
農
民
中
か
ら
求
め
、
そ
し
て
露
頭
は
か
れ
ら
か
ら
そ
れ
ぞ
れ

三
、
○
○
○
文
（
一
元
五
角
）
を
徴
し
て
、
後
日
「
溝
差
し
　
（
水
租
）

の
分
配
を
約
す
る
。
し
か
も
溝
の
補
修
に
多
額
の
費
用
を
要
す
揚
合

に
は
、
水
の
利
用
者
た
ち
に
分
雛
さ
れ
る
が
、
然
ら
ざ
る
と
き
は
、

溝
頭
と
溝
丁
と
で
お
こ
な
う
。
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「
衝
心
」
は
、
大
小
黙
と
も
い
ず
れ
も
、
大
溝
で
は
一
工
田
に
つ

き
稲
】
東
（
白
米
六
一
七
升
に
あ
た
る
）
、
小
溝
で
は
三
津
田
に
つ
き
稲

一
束
を
徴
す
る
が
、
小
熱
時
に
灌
水
せ
ね
ば
不
要
で
あ
る
。
そ
し
て

そ
の
と
り
立
・
て
に
は
、
　
「
田
頭
」
が
選
ば
れ
、
小
作
料
の
納
入
さ
れ

る
前
に
、
こ
れ
は
微
細
せ
ら
れ
、
そ
れ
を
溝
丁
た
ち
が
溝
頭
の
家
に

搬
び
込
み
、
急
心
が
ま
ず
そ
の
一
割
を
と
り
、
残
り
を
溝
丁
と
と
も

に
均
分
す
る
。
そ
し
て
田
頭
に
は
、
溝
川
た
ち
が
各
自
の
取
得
扮
の

一
割
を
与
え
る
と
い
う
。

　
な
お
九
所
・
東
羅
・
望
楼
の
上
記
三
溝
は
、
崖
下
・
二
流
公
路
か

ゐ
三
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
離
れ
た
風
車
田
で
、
い
ず
れ
も
河
水
を
引

い
て
い
る
が
、
十
数
年
前
、
三
者
と
も
溝
を
深
め
て
水
を
引
き
合
い
、

「
械
門
」
（
大
喧
嘩
）
ま
で
惹
起
し
た
が
、
つ
い
に
園
長
自
ら
翫
著
し
て

調
停
に
あ
た
り
、
東
羅
・
通
所
側
は
旧
暦
十
二
月
、
望
楼
側
は
正
月

に
水
を
引
い
て
田
植
え
を
行
い
、
全
部
の
植
え
つ
け
が
終
れ
ば
、
溝

を
温
に
復
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
流
水
を
平
均
す
る
こ
と
に
し
て
解
決
し

た
と
い
う
。

　
附

　
　
崖
県
の
楽
羅
・
羅
馬
附
近
一
帯
の
海
岸
に
は
、
老
王
蝶
・
老
周

　
娯
。
老
陳
娯
。
老
恥
娯
な
ど
と
い
う
築
造
者
の
姓
を
冠
し
た
海
腿

が
あ
り
、
そ
の
一
部
に
水
門
を
つ
く
っ
て
排
水
し
て
い
る
ひ
こ
の

　
「
娯
」
す
な
わ
ち
陛
防
は
、
附
近
の
農
属
の
共
同
奉
仕
に
よ
っ
て

つ
く
ら
れ
、
そ
の
代
蓑
者
の
姓
を
そ
れ
ぞ
れ
冠
し
て
い
る
。

　
娯
の
管
理
者
た
る
「
摂
頭
」
は
、
公
推
さ
れ
る
揚
合
竜
あ
り
、

ま
た
世
襲
の
も
の
も
あ
る
。
か
れ
は
、
隆
防
お
よ
び
水
門
を
管
理

し
、
排
水
の
調
節
を
な
す
が
、
修
築
工
事
に
い
た
っ
て
は
、
農
民

た
ち
の
共
同
奉
仕
に
よ
る
。
巖
頭
に
対
し
て
は
、
地
域
内
の
業
主

ら
が
、
そ
の
面
積
に
応
じ
て
一
定
割
合
（
二
％
）
の
田
地
を
画
し

て
「
公
田
し
と
し
て
か
れ
に
供
す
る
か
、
ま
た
十
所
・
羅
馬
附
近

で
は
、
ニ
工
田
に
つ
き
稲
一
束
半
を
与
え
て
い
る
。

③
　
九
所
の
「
瞬
工
」
は
、
私
の
聴
い
た
と
こ
ろ
で
は
、
農
婦
が
二
人
で
“

欝
（
九
時
間
）
か
か
っ
て
田
植
え
し
ケ
る
面
積
で
、
三
・
三
工
既
査

　
〔
支
〕
畝
に
あ
た
る
と
。
こ
、
れ
に
対
し
林
田
朝
郷
氏
は
、
水
田
三
工
閏
を

　
も
っ
て
一
二
と
し
、
わ
が
一
反
に
あ
た
る
と
せ
ら
る
。

三
　
華
北
に
み
ら
れ
た
一
つ
の
水
利
慣
行

　
華
北
の
水
利
慣
行
と
し
て
、
私
は
山
本
斌
氏
の
河
北
省
邪
台
県
の

七
里
河
に
関
す
る
質
疑
応
答
を
か
り
ょ
う
。
こ
の
七
里
河
の
下
流
百

泉
（
面
積
約
一
〇
〇
畝
地
、
そ
の
水
爾
は
四
六
引
過
、
太
潔
は
十
六
尺
か
ら

二
尺
）
以
東
に
は
、
次
表
に
示
す
が
ご
と
く
、
七
つ
の
關
が
設
け
ら
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れ
、
　
一
つ
の
關
を
利
儒
す
る
数
力
村
で
一
用
水
地
域
を
形
成
し
、
そ

れ
ぞ
れ
用
水
の
管
理
統
制
者
と
し
て
、
河
正
・
河
翻
が
選
ば
れ
、
そ

の
下
に
等
値
へ
小
叩
・
報
答
が
あ
っ
て
、
水
の
管
理
統
制
組
織
を
つ

く
っ
て
い
る
。

河
北
省
霊
台
県
七
關
の
水
利
統
制
組
織
蓑

閣
　
名

東
注
關

薯
済
閾

永
三
三

永
利
購

龍
興
鰍

二
二
購

光
芦
間

　　　　　　　　河
一一一一一一一一 l正
　　　　　　　　涯
一一一一一一一一 l副

　　二　　an　　曲
玉　八四〇六人讃

　一一ニー一一　　一　小
八一一四四三三五二入甲

．
需
弁

蕉
直
霧

　
　
＝
二

謹
直
兼
務

公
藏
兼
務

周
水
村
麩二八六四六四六力

　　　　村
備
　
　
考

手
甲
は
世
襲

備
考
　
　
窺
本
斌
『
北
亥
慣
行
珈
繭
査
次
鰍
料
之
部
第
ゐ
ハ
九
号
　
　
轟
小
樹
糊
第
「
五
号
　
　
河

　
北
省
那
台
県
第
五
区
東
旺
村
』
　
満
鉄
北
支
経
済
調
査
所
　
昭
和
十
七
年

　
六
月

　
震
の
う
ち
「
河
芸
」
（
「
河
上
老
人
し
と
も
い
う
）
お
よ
び
　
「
河
副
」

は
、
摂
暦
二
月
十
五
日
龍
王
廟
へ
「
好
年
頭
」
（
豊
作
）
を
祈
る
上
生

時
に
、
　
「
小
樽
」
。
「
轄
弁
」
ら
が
協
議
し
て
、
暮
し
の
よ
い
高
潔

な
人
物
を
、
用
水
村
落
内
か
ら
公
推
す
る
。

　
河
正
・
河
副
の
選
禺
方
法
に
つ
い
て
は
、
關
に
よ
っ
て
異
な
り
、

①
嗣
水
区
域
・
内
の
特
定
の
一
力
村
が
出
す
も
の
、
②
大
村
ご
力
村
が

交
替
で
出
す
も
の
、
⑧
関
係
村
か
ら
選
田
さ
れ
た
小
津
。
慰
弁
た
ち

に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
る
も
の
な
ど
が
見
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
へ
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
へ

　
そ
の
河
正
の
職
務
は
、
溝
の
監
視
や
水
争
い
の
調
停
に
あ
た
る
と

と
も
に
、
河
副
と
一
緒
に
二
…
三
月
頃
二
i
三
日
お
き
に
溝
を
巡
視

し
、
小
甲
と
協
議
し
て
…
潮
岬
し
た
溝
。
壊
れ
た
閲
に
対
し
て
、
　
「
鎌

工
」
を
し
て
修
理
せ
し
め
る
な
ど
の
任
務
を
も
つ
。

　
「
公
直
」
は
、
河
正
・
河
副
を
監
督
す
る
竜
の
で
、
村
長
が
こ
れ

を
公
選
す
る
。
こ
れ
に
対
し
、
小
甲
は
土
地
に
古
く
か
ら
住
む
老
家

で
あ
っ
て
、
小
甲
に
な
る
家
は
、
昔
か
ら
「
河
簿
」
（
「
水
簿
」
・
「
楽

譜
」
．
と
も
い
5
）
に
よ
っ
て
一
定
し
て
い
る
。
そ
の
職
務
は
、
河
正

の
命
を
受
け
て
、
「
七
戸
」
（
永
を
利
用
す
る
農
家
）
の
割
り
あ
て
、
監

督
を
な
し
、
「
鎌
銭
」
。
「
河
糧
」
の
徴
収
、
さ
ら
に
水
争
い
に
際
し

て
は
、
河
正
・
河
副
と
と
も
に
会
議
に
出
席
す
る
。

　
「
報
弁
」
は
、
公
直
が
兼
ね
る
揚
合
が
多
く
、
こ
れ
は
河
正
・
河

團
。
小
鼠
を
た
す
け
、
ま
た
会
計
の
監
督
に
あ
た
る
。

　
さ
て
毎
春
「
開
溝
子
」
す
な
わ
ち
溝
の
竣
…
藻
に
際
し
て
は
、
河
正
が

次
の
ご
と
き
通
知
禦
を
し
た
た
め
、
河
副
を
通
じ
て
、
各
小
甲
に
交
付
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ず
る
。

三
月
ご
十
二
日

　
　
二
十
三
日

　
　
二
十
四
田

当
捻
毎
小
甲
帯
夫
二
名

挑
河
毎
小
甲
各
帯
全
夫

三
河
毎
回
甲
一
帯
一
夫

　
老
人
管
路
堂
啓

す
な
わ
ち
こ
十
二
日
に
は
、
小
叩
た
ち
は
そ
れ
ぞ
れ
二
名
の
鎌
戸
を

帯
同
し
て
、
聞
を
閉
ぢ
て
流
水
を
塞
ぎ
、
溝
底
を
乾
か
す
作
業
を
お

こ
な
う
。
然
る
後
、
水
溝
内
を
区
劃
し
て
、
各
小
溝
に
割
り
当
て
ら

れ
る
。
堅
甲
は
、
「
鎌
凄
し
（
鎌
夫
の
名
簿
）
に
墓
つ
い
て
、
出
役
す
べ

き
鼠
戸
を
率
い
て
、
溝
の
竣
漢
に
従
事
す
る
。
そ
の
時
期
は
、
清
明

飾
（
四
月
五
日
頃
）
の
前
後
一
週
間
で
あ
り
、
裏
戸
の
割
り
あ
て
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヒ
　
け
た
ち

水
田
は
一
畝
に
つ
き
一
名
、
望
地
は
二
丁
に
つ
き
一
名
と
せ
ら
れ
、

　
　
　
ら
ぬ
し

す
べ
て
業
主
に
対
し
て
行
わ
れ
る
が
、
収
租
地
主
は
な
い
な
い
小
作

人
に
代
理
田
役
さ
せ
て
い
る
。
当
日
課
戸
は
、
「
鎌
」
す
な
わ
ち
控

土
用
の
二
枚
（
木
製
の
シ
【
コ
ベ
ル
）
を
携
え
て
出
　
役
し
、
溝
内
の
泥
土

を
竣
え
て
、
こ
れ
を
隈
の
上
に
投
げ
上
げ
、
の
ち
こ
れ
を
鎌
で
く
ず

し
て
、
溝
道
の
側
面
に
塗
る
よ
う
に
た
た
み
込
み
、
流
水
の
円
滑
を

図
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し

　
さ
て
開
控
が
お
わ
れ
ば
、
引
水
ど
な
る
が
、
こ
こ
で
は
水
が
不
足

す
る
た
め
、
各
村
落
の
水
の
使
用
に
関
し
て
は
、
毎
月
何
日
か
ら
何

匿
の
何
時
ま
ぞ
と
定
め
ら
れ
、
そ
れ
に
し
た
が
っ
て
村
民
た
ち
は
自

分
の
田
の
端
に
、
水
門
を
開
い
て
同
時
に
引
水
す
る
の
ぞ
あ
る
。

　
つ
ぎ
に
間
の
修
理
。
河
床
の
竣
漂
に
要
し
た
費
用
お
よ
び
溝
の
占

め
る
地
積
の
田
賦
（
？
）
は
、
秋
収
後
（
十
月
頃
）
そ
の
灌
瀧
面
積
に

応
じ
て
割
り
当
て
ら
れ
、
そ
れ
を
各
小
筆
が
集
め
ま
わ
る
。
　
（
一
九

四
一
年
度
の
「
挑
河
寮
費
」
は
、
約
一
角
で
あ
っ
た
）
。
　
そ
の
際
、

小
甲
は
「
免
鎌
」
一
張
、
す
な
わ
ち
十
畝
地
に
対
す
る
「
花
費
」
が

免
除
せ
ら
れ
る
。
ま
た
河
正
に
対
し
て
は
、
出
戸
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
一

畝
に
つ
き
麦
半
斤
（
ま
た
は
一
合
半
と
も
い
う
）
、
河
副
に
は
そ
の

半
分
を
、
謝
礼
と
し
て
お
く
る
。

　
な
お
河
正
は
「
水
簿
」
を
、
小
亭
は
「
鎌
底
」
を
保
管
す
る
。
水

簿
は
、
小
甲
の
湯
前
に
基
づ
い
て
河
正
が
こ
れ
を
作
成
し
、
そ
の
申

に
は
各
小
甲
の
管
轄
す
る
鎌
数
が
明
記
せ
ら
れ
、
こ
れ
は
「
機
夫
」

す
な
わ
ち
人
夫
の
画
役
や
「
派
款
」
す
な
わ
ち
花
町
の
割
り
当
て
に

使
う
。
　
「
鎌
底
」
は
、
小
甲
が
そ
の
管
轄
す
る
鎌
夫
を
記
入
し
た
も

の
で
、
土
地
を
売
っ
た
よ
う
な
肌
合
に
は
、
必
ず
そ
の
都
度
な
い
し

清
賜
節
前
に
、
　
「
算
鎌
し
す
る
。
す
な
わ
ち
そ
の
と
き
に
は
、
小
甲
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が
自
ら
銅
羅
を
鳴
ら
し
て
「
何
月
何
日
は
算
鎌
だ
か
ら
、
そ
の
葡
に

変
動
を
届
け
て
く
れ
。
ま
た
算
鎌
の
日
に
希
望
者
は
撮
て
来
い
」
と
、

大
声
で
ど
な
っ
て
あ
る
く
。
そ
し
て
そ
の
日
が
来
る
と
、
河
馬
。
小

甲
。
封
m
弁
五
、
六
名
の
ほ
か
、
関
係
の
あ
る
鎌
戸
が
集
ま
っ
て
、
土

地
の
穏
二
黒
を
報
嵐
閏
す
る
Q
　
封
m
弁
は
、
　
河
｝
止
を
記
予
伝
っ
て
、
　
鵬
ハ
簿
上
に

誰
女
が
何
畝
を
誰
に
売
っ
た
と
か
、
誰
が
賢
宰
を
誰
か
ら
買
っ
た
と

い
う
風
に
、
、
そ
の
関
係
者
の
姓
名
の
傍
に
書
き
込
ん
で
訂
正
す
る
。

そ
れ
が
済
む
と
、
そ
の
年
の
正
確
な
「
地
位
簿
冊
」
が
嵐
来
、
そ
れ

を
各
小
甲
が
自
分
の
管
轄
す
る
置
戸
の
竜
の
だ
け
写
し
と
っ
て
帰
る
。

そ
し
て
こ
れ
に
よ
っ
て
当
年
の
人
夫
を
割
り
当
て
、
ま
た
工
費
を
分

澱騨

ｷ
る
の
で
あ
る
。
（
山
本
斌
氏
の
上
記
報
告
、
お
よ
び
四
三
年
九
月
二
十

六
月
付
同
氏
書
信
に
よ
る
）

　
　
ち
な
み
に
℃
の
山
本
氏
の
報
告
を
、
巾
・
村
治
兵
衛
教
授
が
と
り

　
あ
げ
て
、
河
童
の
選
幽
方
法
に
特
定
の
一
力
村
が
零
し
、
ま
た
大

「
村
慰
種
村
が
交
代
で
漏
す
と
こ
ろ
を
問
題
に
し
、
「
こ
こ
に
水
源
地

　
の
地
元
（
上
流
）
と
下
流
と
い
っ
た
力
関
係
に
よ
る
支
配
一
従
属

　
関
係
が
み
ら
れ
る
」
こ
と
、
最
初
に
水
利
施
設
に
協
力
し
な
か
つ

　
た
村
落
は
、
　
「
今
に
な
っ
て
供
水
を
求
め
て
も
、
既
に
確
立
し
た

　
用
水
区
域
を
打
破
し
て
こ
れ
を
拡
充
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
灌
灘

水
の
な
い
た
め
に
、
農
業
生
産
力
が
低
位
に
止
ま
っ
て
．
い
る
処
も

’
あ
る
」
こ
と
、
　
「
実
際
問
題
と
し
て
、
絹
水
の
管
理
統
制
の
組
織

に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
演
ず
る
」
小
甲
が
、
批
襲
化
し
て
い
る

と
こ
ろ
で
は
、
か
れ
ら
が
「
河
正
・
河
副
を
自
ら
選
辛
し
て
、
金

用
水
の
機
構
を
支
配
す
る
と
い
う
状
態
を
呈
す
る
。
こ
う
な
る
と
、

一
見
、
数
村
落
に
よ
る
共
同
保
金
の
た
め
の
用
水
の
共
同
管
理
の

ご
と
く
見
え
て
も
、
実
は
少
数
の
土
地
所
思
者
に
よ
る
用
水
の
支

配
が
、
そ
こ
に
行
わ
れ
て
い
る
と
、
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で

あ
ろ
う
」
と
、
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
（
「
新
中
国
の
黒
黒
水
利
」
『
農
業

総
合
研
究
』
七
の
三
、
昭
和
二
八
年
七
月
）

四
　
西
北
に
み
ら
れ
た
口
つ
の
水
利
慣
行

　
な
お
一
つ
、
薪
庄
憲
光
氏
の
紐
還
電
撃
頭
東
河
村
の
水
利
慣
行
を

あ
げ
よ
う
。
こ
こ
で
は
、
東
河
の
河
水
や
転
龍
蔵
の
泉
を
引
い
て
、

東
渠
・
西
渠
・
南
阿
に
導
き
、
　
そ
れ
か
ら
網
の
目
の
ご
と
く
に
約

　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

十
四
頃
（
一
、
四
〇
〇
麦
畝
）
の
耕
地
に
灌
水
し
て
い
る
。
そ
の
灌
潮

期
闇
は
、
だ
い
た
い
漕
…
明
飾
（
四
月
五
日
頃
）
の
数
日
並
劉
か
ら
、
立
冬

（
十
一
月
七
日
頃
）
の
頃
ま
で
で
、
　
一
九
二
六
年
ま
で
は
農
圃
社
が
、

そ
れ
以
後
は
郷
公
所
が
期
間
を
決
定
す
る
。
こ
の
農
圃
社
は
、
道
光
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十
八
年
（
｝
八
　
ご
三
）
に
で
き
た
「
公
行
」
に
源
を
発
し
、
直
接
に

は
聞
剛
ム
順
年
閣
…
（
一
八
六
一
一
一
七
四
）
　
に
爪
ム
行
よ
り
瓜
囚
離
独
立
し
た
　
「
園

行
」
、
に
潮
る
。
こ
の
膝
行
は
、
風
と
雨
と
を
司
ど
る
龍
王
廟
の
儒
仰

を
申
心
と
し
て
、
東
河
の
水
を
引
く
農
業
た
ち
の
組
織
し
た
一
種
の

ギ
ル
ド
ぞ
あ
る
。
そ
れ
が
民
閨
一
（
一
九
一
二
）
に
入
っ
て
、
「
農
圃
社
」

に
改
組
せ
ら
れ
、
さ
ら
に
十
五
年
（
一
九
二
六
）
新
設
の
東
新
郷
郷
公

所
の
う
ち
に
吸
収
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ぶ

　
さ
て
そ
の
用
水
権
は
、
こ
ま
か
く
「
水
股
」
に
分
割
せ
ら
れ
て
お

り
、
そ
の
所
有
者
名
。
所
二
水
丁
数
・
灌
瀧
日
時
な
ど
は
、
　
「
遺
註

大
小
水
上
名
前
」
に
誌
さ
れ
て
、
郷
公
所
に
保
管
さ
れ
て
い
る
。
そ

し
て
こ
の
簿
柵
の
「
大
小
水
」
と
い
う
の
は
、
東
河
の
河
水
を
大
水
、

転
龍
蔵
の
泉
水
を
小
水
と
呼
び
な
ら
わ
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
流
水
は
、

い
ず
れ
も
一
昼
夜
の
流
量
を
「
早
水
」
・
「
晩
水
」
・
「
野
水
」
に
区

　
　
　
　
　
　
　
　
お
ん
ど
り

分
し
、
南
龍
王
難
の
公
鶏
の
鶏
明
か
ら
、
同
廟
腰
台
の
前
で
測
定
し

た
太
陽
の
南
申
ま
で
の
時
聞
の
流
量
を
「
早
水
」
、
そ
れ
よ
り
戯
台

に
立
っ
て
西
山
に
太
陽
の
没
す
る
ま
で
を
「
熊
野
」
、
そ
れ
よ
り
翌

B
の
鶏
鳴
ま
で
を
「
夜
水
」
と
す
る
。
そ
し
て
大
水
は
、
早
水
・
二
水
。

夜
水
が
そ
，
れ
そ
れ
「
水
脚
」
＋
・
塵
つ
つ
と
ぜ
ら
れ
、
小
水
は
こ
れ
が

そ
れ
ぞ
れ
一
厘
つ
つ
と
せ
ら
、
れ
、
耳
蝉
は
＋
一
音
を
一
週
期
と
し
て

お
こ
な
わ
れ
る
。
こ
の
】
週
期
の
流
量
は
、
水
馬
か
ら
す
れ
ば
、
大
水

が
三
三
〇
厘
（
三
三
河
と
も
具
わ
れ
る
）
、
小
水
は
三
三
厘
（
三
・
三
河
）

と
し
て
表
現
せ
ら
れ
、
両
者
合
計
三
六
三
厘
の
水
股
が
、
左
蓑
の
ご

と
く
調
査
当
時
九
ゴ
一
名
に
所
有
さ
れ
て
い
た
。

水
股
所
膚
状
況
表
　
　
（
一
九
四
一
年
）

所
童
墨

断
　
有
　
水
　
股
　
数

一
所
有
者
数
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一
厘
未
墾

一
一
四
厘

四
厘
以
上

合
　
　
計

　
　
厘

　
一
一
・
四
五
〇

一
二
二
・
一
モ
ニ
ハ

ニ
ニ
九
・
三
七
四

　
％

　
一三

四
六
篤

　　五一
三四六戸

三
山
ハ
一
昌
・
○
○
〇
　
　
　
　
一
〇
〇
　
　
　
　
九
三

備
考
　
一
厘
水
の
瀧
概
面
積
は
、
四
一
五
畝
と
い
う
。

一i
O　二五一
〇　五八七％

　
さ
て
こ
れ
ら
の
水
股
所
有
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
灌
水
の
日
時
が
特
定

し
て
い
て
、
上
記
花
名
冊
に
の
せ
ら
れ
た
順
序
・
水
股
数
に
従
っ
て
、

そ
の
耕
地
に
引
水
さ
れ
る
の
ぞ
あ
る
。
も
っ
と
も
実
際
は
、
郷
公
所

に
届
け
出
て
、
当
時
者
聞
ぞ
用
水
権
を
融
通
し
あ
い
（
こ
れ
を
「
調
」

と
い
う
）
、
あ
る
い
は
自
分
の
水
股
を
細
か
に
分
割
し
て
、
灌
灘
の
日

時
．
回
数
を
適
当
に
配
分
し
、
自
分
の
分
配
耕
地
に
対
す
る
適
宜
な

灌
瀧
を
や
っ
て
い
る
。
そ
し
て
取
水
に
際
し
て
は
、
み
ず
か
ら
東
門
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外
の
総
編
お
よ
び
渠
口
所
在
地
に
至
っ
て
、
河
水
の
と
り
入
れ
．
・
渠

口
の
開
閉
・
渠
道
の
分
割
な
ど
を
お
こ
な
う
。
す
な
わ
ち
「
実
際
に

灌
漉
を
行
う
に
は
、
少
な
く
と
竜
三
名
、
す
な
わ
ち
総
騙
に
あ
っ
て

渠
道
へ
の
分
水
の
公
平
を
監
視
す
る
者
、
渠
道
を
巡
視
し
途
中
に
お

け
る
墨
水
を
警
嘉
す
る
者
、
耕
地
の
灌
概
を
お
こ
な
う
者
を
必
要
と

す
る
」
。

　
な
お
夏
期
の
豪
雨
な
ど
で
煽
が
破
壊
し
た
揚
合
、
軽
度
の
も
の
は
、

そ
の
日
の
引
水
者
が
自
分
で
修
理
す
る
が
、
破
壊
の
大
き
い
と
き
に

は
、
郷
公
所
で
こ
れ
を
遣
う
。

　
さ
て
水
量
所
有
者
は
、
「
大
小
水
掻
名
冊
」
の
順
序
に
従
っ
て
、

そ
の
所
有
水
爆
一
厘
に
つ
き
十
一
一
日
の
割
合
で
園
頭
と
な
り
（
た
だ

し
大
水
の
水
股
所
有
者
に
限
ら
る
）
、
　
そ
の
闇
に
お
け
る
郷
公
所

（「

_
圃
社
」
）
の
支
出
　
は
、
た
て
か
え
払
い
を
し
、
旧
暦
三
、
五
、
九

月
に
決
算
を
お
こ
な
い
、
総
支
臓
額
は
各
自
の
所
有
三
股
数
に
癒
じ

て
割
り
当
て
ら
れ
る
。
ち
な
み
に
一
厘
水
あ
た
り
の
負
担
額
は
、
民

国
二
十
八
年
度
（
一
九
三
九
）
は
五
円
ご
十
九
銭
、
　
二
十
九
年
度
は

八
円
一
二
十
六
銭
で
あ
っ
た
。

　
ま
た
郷
公
所
（
農
洋
学
と
呼
び
な
ら
わ
さ
れ
て
い
る
）
で
は
、
旧
暦
五

月
二
十
六
日
お
よ
び
六
、
七
、
八
、
九
月
の
各
十
五
日
に
、
羊
の
血

を
供
え
て
龍
王
を
祭
り
、
風
雨
の
平
庭
を
祈
願
し
、
六
、
七
、
八
、

九
月
の
各
一
日
に
は
、
龍
王
廟
内
に
祀
ら
れ
た
「
白
雨
」
す
な
わ
ち

霰
の
神
に
供
物
を
し
て
、
電
害
除
け
の
祈
願
を
し
、
ま
た
九
月
十
五

日
に
は
南
龍
王
覇
に
外
股
所
有
者
が
全
部
参
集
し
、
郷
長
と
書
記
か

ら
会
計
報
告
を
聴
き
、
こ
れ
に
よ
っ
て
年
度
は
身
替
す
る
Q
以
前
は
、

そ
れ
が
す
ん
で
か
ら
会
食
し
へ
十
四
、
五
、
六
の
三
田
聞
芝
居
を
打

つ
た
と
い
わ
れ
る
。
（
薪
庄
憲
光
「
勉
頭
の
疏
菜
園
芸
農
業
に
於
け
る
灌
瀧

上
・
下
」
　
『
満
鉄
調
査
月
報
』
昭
和
十
六
年
九
月
お
よ
び
十
月
号
）

④
　
寧
夏
省
勉
頭
の
畝
は
、
わ
が
六
。
〇
四
九
畝
に
あ
た
る
。

　
な
お
用
水
権
が
「
股
」
に
分
け
ら
れ
て
い
る
例
は
、
山
西
省
朔
県

の
下
水
渠
八
三
麦
里
絵
）
に
も
み
ら
れ
る
ゆ
こ
の
渠
は
、
清
朝
の
は
じ

め
下
水
村
の
村
民
に
よ
っ
て
開
か
れ
た
が
、
そ
の
草
し
ば
し
ば
修
復

せ
ら
れ
、
属
燭
七
年
目
一
九
一
八
）
ご
ろ
に
は
、
こ
の
用
水
権
は
二
〇
股

に
均
分
せ
ら
れ
、
一
昼
夜
を
三
股
と
定
め
、
順
次
輪
流
し
、
八
日
で

一
週
す
る
。
前
後
の
順
序
は
、
抽
簸
で
こ
れ
を
定
め
る
と
い
う
（
六

政
考
暴
挙
編
輯
『
山
西
雀
羅
鶏
鳴
道
表
』
民
圏
八
年
七
月
）
、
ま
た
弘
仁
県

の
万
金
渠
（
三
麦
里
鯨
）
は
、
清
の
道
光
年
聞
（
一
八
二
一
i
五
〇
）
に
万
金

橋
村
の
村
民
の
町
民
に
か
か
り
、
灌
瀧
面
積
七
〇
〇
余
支
部
、
村
の

公
共
経
理
に
属
し
、
そ
の
分
水
の
し
か
た
は
、
十
六
日
で
一
周
し
、
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毎
日
を
十
厘
に
わ
か
ち
、
う
べ
き
厘
…
数
は
出
銭
の
多
寡
で
き
め
ら
れ
、

語
頭
を
や
と
っ
て
修
渠
等
の
こ
ど
を
専
管
さ
せ
て
い
る
。
（
同
上
）

五
　
そ
の
他
零
細
資
料
に
み
ら
れ
る
水
利
慣
行

　
以
上
、
私
は
比
較
的
詳
緬
に
調
べ
ら
れ
た
水
利
慣
行
の
報
告
を
例

示
し
た
が
、
調
査
者
の
対
象
究
明
の
仕
方
の
相
違
か
ら
、
統
一
的
に

理
解
し
え
な
い
嫌
い
が
あ
る
も
、
こ
の
若
干
例
か
ら
し
て
、
そ
の
慣

行
に
も
種
六
差
異
が
見
ら
れ
、
中
国
の
諺
に
い
う
「
百
里
不
同
風
、

干
里
不
岡
俗
」
の
感
を
新
た
に
す
る
。
と
に
か
ぐ
こ
の
権
利
の
実
態

は
、
多
く
地
方
の
慣
行
に
よ
っ
て
、
決
定
さ
れ
て
来
た
。
い
ま
私
の

あ
つ
め
た
零
緬
資
料
か
ら
、
慣
行
の
あ
り
方
を
も
少
し
探
っ
て
み
る

こ
と
と
し
よ
う
Q

　
ま
ず
「
山
西
省
で
は
、
雌
鳥
水
路
（
溝
渠
）
は
、
村
落
の
公
有
で

あ
る
。
そ
し
て
毎
月
の
用
水
量
は
、
耕
地
の
大
い
さ
に
応
じ
て
定
ま

る
。
す
な
わ
ち
十
畝
地
を
も
つ
農
民
は
、
二
本
の
線
香
の
燃
え
つ
く

す
時
令
の
流
水
を
享
有
す
る
。
こ
の
線
香
は
、
長
さ
〃
約
一
尺
で
、
三

〇
分
ぐ
ら
い
ぞ
燃
え
つ
く
す
と
い
う
。
こ
の
弁
法
は
、
数
百
年
来
ひ

き
つ
づ
い
た
慣
行
で
あ
っ
て
、
郷
村
の
簿
冊
に
明
記
せ
ら
れ
、
村
長

（
昔
は
「
三
巴
」
と
い
っ
た
）
が
こ
れ
を
保
管
し
て
い
る
」
と
（
劉
大
圏

『
我
国
佃
農
経
済
状
況
』
　
一
九
二
九
年
九
月
、
　
．
、
卜
σ
q
瓜
9
難
霞
。
℃
養
。
甑
8
い
ぎ

。
。
剛
酬
p
旨
ψ
団
・
、
、
Ω
旨
。
。
自
①
国
。
。
岩
巨
。
鑑
。
馨
一
げ
一
ざ
穿
σ
q
韓
一
欝
α
）
。
こ
れ
が
省
内
、

い
ず
こ
の
水
利
慣
行
を
記
載
し
た
も
の
か
、
明
ら
か
で
な
い
が
、
た

と
え
ば
山
陰
県
の
水
三
口
渠
（
二
〇
絵
実
里
）
は
、
朋
の
万
暦
年
闘

（一

ﾜ
・
七
一
工
一
一
山
ハ
一
九
）
王
文
意
が
南
周
庄
等
の
村
民
を
糾
合
し
て
開

渠
、
民
国
七
年
（
一
九
一
八
）
当
時
四
、
○
○
○
余
輩
を
灌
訂
し
た
が
、

こ
の
渠
は
、
南
青
馬
と
蘇
家
譜
が
用
水
路
を
共
同
管
理
し
、
南
周
庄

は
昼
に
灌
書
し
、
蘇
家
荘
は
昼
夜
兼
鳴
す
る
。
瀧
田
の
時
刻
は
、
燃
香

で
こ
れ
を
定
め
、
修
渠
等
の
費
用
は
、
斎
燈
の
多
寡
を
も
つ
て
記
章
の

標
準
と
し
、
毎
寸
香
の
灘
銭
は
五
〇
…
六
〇
文
で
あ
る
と
。
（
『
山
西

省
昏
縣
渠
遺
表
b

　
　
ま
た
同
書
に
は
、
懐
仁
県
の
西
笙
合
成
渠
・
東
墜
合
成
渠
・
裕

　
源
成
業
、
平
陸
県
の
大
・
小
二
選
渠
。
附
郭
渠
・
令
狐
家
村
渠
・
李

　
公
渠
・
濡
髪
渠
・
高
賀
渠
・
葛
婦
警
・
張
諮
渠
・
均
塔
渠
な
ど
、

　
い
ず
れ
も
灌
概
時
刻
は
燃
香
を
以
て
こ
れ
を
定
む
と
し
て
、
司
法

行
政
部
編
『
民
商
事
習
慣
調
査
報
告
録
』
（
一
九
三
〇
年
六
月
）
に

　
は
、
溌
陽
県
で
は
「
地
畝
の
灌
瀧
は
、
…
燃
香
を
も
つ
て
慶
（
ひ
よ

　
う
じ
ゆ
ん
）
と
な
す
。
地
～
畝
ご
と
に
、
た
だ
一
寸
半
の
香
（
せ
ん

　
こ
う
）
の
水
を
心
労
す
る
こ
と
を
ゆ
る
す
」
と
報
じ
て
い
る
。
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斯
く
の
ご
と
き
線
香
の
燃
え
つ
き
る
長
さ
で
、
用
水
量
を
規
制
し

て
い
る
の
は
、
た
ん
に
山
西
省
ば
か
り
で
は
な
い
。
険
西
省
濾
関
県

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
ゅ
ん
ば
ん
に

に
も
、
　
「
諸
島
は
寸
に
按
じ
、
導
流
灌
概
す
」
と
し
、
甘
粛
省
の
酉

路
・
北
路
で
も
、
　
「
灌
田
の
水
は
、
多
く
渠
よ
り
取
診
、
…
…
数
寸

の
香
の
燃
え
る
の
を
限
と
す
」
と
し
、
同
じ
く
奪
還
県
で
竜
「
分
水

の
時
刻
は
、
燃
や
す
に
選
嫌
を
以
て
し
、
輪
流
澆
醸
す
」
と
し
、
ま

た
曾
。
一
州
一
帯
ぞ
は
、
　
「
雪
山
∵
黒
河
の
水
を
資
り
、
以
て
数
県

の
田
を
灌
概
す
。
毎
県
の
村
荘
申
に
は
、
地
勢
を
度
量
し
、
資
を
藥

め
て
渠
を
修
め
、
水
を
蓄
え
て
以
て
地
を
済
す
る
に
謡
う
。
「
輪
頭
」

一
人
を
公
演
し
て
、
粥
水
を
管
理
し
、
先
後
輪
次
、
寸
香
を
燃
し
て

地
若
干
畝
を
瀧
す
る
こ
と
は
、
輪
頭
に
よ
っ
て
こ
れ
を
定
む
。
塾
し

順
番
の
来
た
戸
に
、
乱
書
が
足
り
て
な
お
余
り
あ
る
揚
合
に
は
、
そ

の
分
だ
け
臨
時
に
畔
を
隔
て
た
地
戸
に
売
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
し

て
い
る
。
こ
う
し
た
用
水
の
売
買
に
つ
い
て
、
前
記
包
頭
東
河
村
の

調
査
で
、
薪
庄
氏
が
そ
の
証
書
を
示
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
こ
に
参

考
ま
で
に
あ
げ
て
お
く
。

包
頭
に
お
け
る
用
水
売
買
証
書

雀
羅
永
遠
変
約
屠
蘇
兄
弟
三
人
・
同
母
講
、
今
将

華
言
裂
網
主
蓼
藍
触
・
．
塾
蘇
矯
空
胞
係

水
通
至
宮
渠
老
娯
溝
、
充
泉
水
路
、
轟
路
通
行
、
以
上
註
解
、

情
願
嵐
売
与
武
栄
名
鑑
、
径
永
遠
承
空
乳
灌
使
水
通
用
、
同
中
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
り
　
　
　
り
　
　
　
り
　
　
　
り
　
　
　
り
　
　
　
じ

馴
合
、
共
作
過
売
水
価
市
洋
元
一
百
六
十
円
整
、
其
洋
元
画
人

蕾
日
閣
、
　
回
付
洋
晶
ル
山
ハ
山
一
田
口
二
三
、
　
三
余
謝
款
洋
一
兀
、
　
評
』
陽
麻
顯
十
・
二
一
月

尽
A
無
盾
…
、
毎
年
応
毘
跡
啄
＋
口
水
租
市
甲
洋
一
兀
六
角
整
、
甘
茶
狙
洋
一
兀
、

按
以
春
・
秋
二
季
言
納
、
自
埋
水
之
後
、
日
後
如
有
自
己
本
族

人
等
争
奪
者
、
有
繋
水
難
一
力
承
当
、
此
係
情
禺
両
懇
、
各
無

智
悔
、
恐
口
無
葱
、
立
甫
墨
発
永
遠
水
文
野
臥
証
紅

中
輩
軍
九
年
幾
多
塾
豆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
躍
廷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
繊
売
一
人
　
　
言
立
栄
兄
弟
三
入
立

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
成
栄

　　　i県三二
齢李劉i園

　　　1行
鷹嫡睡
　　　1園
離矧重陳

　　　　村
十十十十
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『
山
西
省
各
県
畑
道
表
』
に
も
、
た
と
え
ば
懐
仁
県
の
下
墨
渠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
カ
　
　
あ
　
　
も
　
　
　
　
へ
の
も
　
　
ヘ
　
　
へ

　
で
、
　
「
地
戸
所
得
分
水
時
刻
、
即
永
遠
為
業
、
典
売
自
由
」
と
し

　
て
い
る
。

す
な
わ
ち
此
の
用
水
売
買
証
書
は
、
永
久
に
売
り
渡
し
た
も
の
で
あ

り
、
さ
き
の
甘
・
播
州
の
用
水
売
買
は
、
臨
時
的
な
も
の
で
あ
る
が
、

こ
う
し
た
用
水
売
買
や
上
記
諸
例
の
燃
蒼
分
水
は
、
水
が
農
業
生
産

上
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
な
意
義
を
も
つ
と
こ
ろ
で
、
用
水
の
不
足
が
経
常

的
に
存
す
る
地
方
（
客
思
）
に
、
主
と
し
て
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

な
お
前
記
路
頭
の
東
河
村
で
も
、
菜
園
に
灌
水
す
る
と
き
、
長
さ
ご

十
一
セ
ン
チ
の
線
香
に
七
等
分
し
た
目
盛
り
を
墨
で
附
し
、
こ
れ
を

「
香
取
」
　
（
線
香
を
入
れ
る
木
箱
）
に
納
め
、
点
火
し
て
そ
の
燃
焼
時

聞
を
測
定
し
っ
っ
、
菜
園
内
を
畦
切
り
し
て
灌
水
し
て
い
る
の
で
あ

る
。　

と
こ
ろ
で
用
水
の
不
充
分
と
厳
重
な
分
水
慣
例
の
申
に
あ
っ
て
、

盗
水
の
こ
と
が
お
こ
る
可
能
性
が
存
在
す
る
た
め
、
野
水
に
対
，
す
る

．
懲
罰
規
定
が
み
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
薪
庄
氏
に
よ
れ
ば
、
筆
頭
か
ら

約
ニ
キ
ロ
の
劉
宝
窺
…
村
の
龍
王
社
で
拡
、
社
規
が
成
・
文
化
せ
ら
れ
、

盗
水
者
に
は
罰
と
し
て
、
そ
の
旨
を
誌
し
た
石
碑
一
基
を
建
て
さ
せ
、

し
ば
い

唱
戯
を
三
日
打
た
せ
る
し
、
ま
た
『
包
頭
県
農
圃
村
禁
約
』
（
一
九

二
九
年
四
月
）
に
は
、
「
凡
そ
本
二
戸
に
し
て
社
規
に
遵
わ
ず
、
私
愉

し
て
放
水
澆
歯
す
る
も
の
あ
れ
ば
、
社
規
に
按
じ
て
重
罰
す
」
と
あ

り
、
山
本
秀
夫
・
上
村
鎮
威
爾
氏
の
山
酉
省
臨
溌
県
の
苑
家
渠
（
九

力
村
で
共
同
管
理
し
、
約
四
、
○
○
○
畝
を
苫
葺
）
の
調
査
で
は
、
「
一
家

に
て
多
量
の
水
を
使
用
せ
ぬ
こ
と
、
も
し
こ
れ
に
違
反
す
れ
ば
米
五

石
の
罰
」
、
「
面
積
の
届
出
を
偽
っ
た
場
合
は
、
米
三
石
の
罰
」
と
、

規
約
に
定
め
ら
れ
て
い
る
と
し
（
「
山
酉
省
餌
壷
県
一
農
村
の
基
本
的
諸

関
係
」
『
東
亜
研
究
所
報
』
第
九
号
昭
和
十
六
年
四
月
）
、
ま
た
広
東
省
萬

寧
で
は
、
上
述
の
ご
と
く
、
　
「
公
約
」
を
刻
ん
だ
碑
の
ま
え
に
、
盗

水
者
を
ひ
い
て
、
遵
守
を
誓
わ
せ
る
と
い
う
。
そ
の
ほ
か
、
拾
い
あ

げ
れ
ば
、
ま
だ
ま
だ
存
在
す
る
だ
ろ
う
が
、
こ
の
若
干
例
を
と
っ
て

も
、
盗
訳
者
の
処
罰
に
軽
重
の
差
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

　
つ
ぎ
に
用
水
利
用
者
の
負
担
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
前
述
の
ご
と
く

利
用
客
の
労
役
に
ま
つ
も
の
か
ら
、
　
「
按
畝
公
灘
」
さ
れ
る
も
の
、

さ
ら
に
定
量
の
穀
物
な
い
し
定
額
の
金
款
…
「
水
客
」
に
い
た
る
ま

で
、
種
々
の
形
態
が
み
ら
れ
る
。
こ
こ
に
私
の
あ
つ
め
た
も
の
（
水

租
・
磁
器
）
を
表
示
し
て
お
く
。
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中困における水利慣行（天野）

各
地
に
翁
け
る
水
租
・
灘
銭
表

省
　
　
県

広
東
陵
水

　
　
万
寧

　
　
崖
県

　
　
番
禺

広
西
陸
川

河
北
邪
含

寅
西
朔
県

〃
　
隙
県

渠

名

水

租

沙〃〃六第十九九高馬郎赤烏諸溝

羅－鈴莫地膿繧頭
児江大天油黄五蟻村馬溝溝蠣煽堀堀騙洪堀
濃三三麻磯山籍、
　破阪阪破陳陵隙郷

大水広東

堰磨裕旺

渠渠渠村

一
工
田
（
三
分
目
一
畝
）
二
角
（
小
一
熟
…
期
）

一
工
田
　
　
（
○
・
閃
［
畝
）
　
靱
晶
ハ
斤
　
（
大
・
小
噺
附
と
も
）

一
畝
（
上
）
籾
三
〇
斤
、
（
中
）
一
五
斤
、
下
一
〇
斤
（
大
尽
時
）

一
畝
穰
一
城
（
大
四
時
）

一
畝
籾
四
斤
（
大
熟
時
）

一
畝
籾
八
目
（
大
熟
時
）

一
畝
稲
二
把
（
大
圏
時
）

一
工
田
（
○
・
三
畝
）
聯
帽
一
石
膨
（
白
羽
不
山
パ
ー
七
升
）
（
み
八
湿
熱
と
9
も
）

三
工
田
嚇
把
（
大
・
小
熟
と
も
）

二
工
閏
稲
一
・
五
把

一
盛
稲
米
一
五
升

｝
軽
七
升

　
母
造
（
一
期
稲
）
は
縦
横
二
列
・
晩
造
（
二
期
稲
）

　
早
・
晩
造
と
も
縦
横
一
列

　
早
・
晩
造
と
亀
周
囲
の
閏
禾
一
列

三
列
の
禾

一
畝
約
一
角
（
一
九
四
一
年
）

一
二
五
〇
一
六
〇
文
（
一
九
一
八
年
、
商
工
階
子
墾
牧

水
利
股
扮
有
限
公
司
）

「
畝
二
〇
〇
文
（
農
桑
分
局
）

一
畝
二
〇
〇
文
（
十
八
力
村
毎
月
輪
灌
一
次
、
修
渠
襟
銭
）

引

用

文

献

昭興

二二〃〃〃〃〃〃〃〃〃
当院
七白
藍東
　派
　遣
　事
　務
所

　　
　広
　東
　省
　農
　村
　調
査

　報
　告
　』

前

掲

古
済
勲
『
陸
川
曝
志
拙
炉
塞
水
利
艮
鼠
十
二
年
難
馬

前
　
、
掲

『
由
西
省
各
県
渠
道
表
』
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山
西
陣
嬢

〃
　
臨
扮

険
西

緩
遠〃

　
五
日

察
喰
爾

寧
夏
旬
頭

淫奨広走
　　　馬画家済
　　　道
渠渠渠渠

恵
　
翁
墨

東
　
河
　
村

一
畝
一
〇
〇
丈
（
修
渠
鎌
銭
）

一
畝
一
角
八
分
（
広
済
水
利
公
司
）
．

一
瓢
晶
ハ
○
銭
－
七
〇
銭
　
（
一
九
…
一
一
九
年
）

一
畝
五
角
、
三
角
、
一
角
（
陵
省
水
利
局
並
）

一
頃
（
百
畝
）
二
元
な
い
し
八
元

一
頃
＋
二
元
（
う
ち
七
瀬
は
治
渠
費
、
二
・
嘉
元
は
水
利
局
の
経
…
袈
、
二
・
五
元
は
水
利
社
の
終
晒
費
）

一
畝
七
五
〇
丈

一
畝
稲
岡
一
、
八
○
○
丈
、
雑
糧
田
九
〇
〇
丈

一
畝
稲
岡
二
、
四
〇
〇
文
、
雑
糧
田
一
、
二
〇
〇
文

一
厘
水
（
四
一
五
畝
〉
五
。
二
九
円
（
一
九
三
九
年
）
、

八
・
三
六
円
（
一
九
四
〇
年
）

　
『
山
西
省
各
醸
渠
国
表
』

　
慮
本
・
上
村
同
氏
調

　
全
國
経
済
委
員
会
水
利
処
『
険
省
水
利
概
況
』
毘
国

　
二
十
六
年
八
月

　
．
、
日
、
7
ゆ
閑
。
屯
。
⇒
o
h
ほ
。
ε
口
㌔
、

　
Ω
瓢
器
鴇
属
8
β
o
ヨ
け
一
〇
備
諺
巳
》
冒
錠
。
甥
H
①
讐
・

　
『
天
津
大
公
報
』
渓
瞬
二
十
四
年
五
月
二
十
五
口
、

　
同
じ
く
七
月
八
日

烹
大
一
畢
峯
二
軍
五
・

　
前
　
　
掲

　
さ
ら
に
灌
潮
施
設
の
補
修
に
つ
い
て
は
Y
多
く
の
水
の
利
用
者
の

労
力
。
資
産
に
よ
る
共
同
負
担
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
こ
と
は
、
前
述

の
広
東
省
陵
水
偏
の
溝
…
頭
蠣
、
萬
寧
県
の
諸
洪
、
崖
県
悪
難
∵
羅
馬

の
毒
魚
や
河
北
省
邪
台
県
七
塁
河
な
ど
皆
認
り
、
江
蘇
省
松
江
県
華

陽
鎮
で
も
、
旧
暦
二
…
三
月
の
候
、
村
の
顔
役
や
地
方
一
の
経
営
者

が
、
村
民
を
指
揮
し
て
ク
リ
ー
ク
の
竣
…
藻
に
あ
た
る
と
聴
か
さ
れ
た
。

　
ま
た
広
東
省
崖
県
の
烏
置
石
鰯
ぞ
は
、
水
の
利
用
者
よ
り
徴
収
し

た
水
租
の
一
半
を
、
堰
。
溝
の
補
修
。
竣
喋
の
費
用
に
充
て
、
　
「
燭

頭
」
の
手
で
人
夫
・
役
畜
を
徴
し
て
そ
の
作
業
に
あ
た
ら
せ
、
同
じ

く
九
所
の
諸
芸
で
は
、
溝
の
補
修
に
多
額
の
金
款
を
要
す
れ
ば
、
水

の
利
用
者
に
分
撚
さ
せ
る
が
、
通
常
は
溝
頭
の
責
任
に
お
い
て
、
「
水

租
し
、
を
ひ
き
あ
て
に
溝
丁
を
使
役
し
て
こ
れ
に
あ
た
る
。
ま
た
山
西

省
臨
沿
県
の
焚
家
陰
（
一
〇
悪
尉
）
で
は
、
毎
年
龍
神
廟
に
九
力
村
の

代
表
者
（
渠
長
）
が
あ
つ
ま
り
、
　
（
そ
の
た
め
廟
内
に
房
子
が
九
つ
造
ら

れ
て
い
る
）
、
合
議
の
う
え
、
渠
の
維
持
費
・
人
夫
の
費
用
等
を
決
定

し
、
毎
年
ご
月
石
器
の
修
理
、
九
月
用
水
路
の
掃
除
、
そ
の
他
龍
王

廟
の
修
理
や
、
三
月
十
五
日
と
七
月
十
五
日
の
龍
王
の
祭
な
ど
に
、

用
水
戸
か
ら
徴
し
た
「
水
税
」
を
つ
か
う
と
い
う
。
（
「
山
西
省
臨
沿
県

一
農
村
の
基
本
的
諸
関
係
」
）

　
そ
の
ほ
か
修
復
の
た
め
に
、
別
に
基
本
財
産
を
用
意
し
て
い
る
例
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における7」く雫q慣行（ヲミ野）

も
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
江
蘇
省
無
錫
県
の
芙
蓉
坪
（
醐
七
〇
、
○
○

○
鯨
獣
）
で
は
、
道
光
二
十
年
（
一
八
四
〇
）
大
水
で
全
好
が
沈
没
し
て

か
ら
、
礼
社
の
紳
士
醸
経
閣
が
ま
っ
さ
き
に
田
】
○
○
畝
を
寄
附
し
、

さ
ら
に
他
処
に
募
っ
て
合
計
三
〇
〇
余
業
を
え
て
「
毒
忌
堂
」
を
設

立
し
、
鹿
卜
・
關
壌
等
の
修
理
の
責
に
任
ぜ
し
め
、
章
程
を
定
め
、

石
碑
に
刻
ん
で
永
く
遵
守
せ
し
め
る
こ
と
と
し
た
。
す
な
わ
ち
「
定

例
」
で
は
、
大
厚
岸
は
五
年
に
一
大
修
、
三
年
に
一
小
感
と
し
、
抵

水
岸
は
三
年
に
一
大
修
、
一
年
に
一
小
婦
と
す
。
修
岸
の
と
き
に
は
、

田
に
応
じ
て
夫
を
徴
し
、
　
「
麗
筆
」
に
弁
理
せ
し
め
る
も
の
と
し
た
。

し
か
し
調
査
当
時
（
一
九
一
三
）
好
岸
の
失
修
は
、
す
で
に
十
年
に
及
ん

で
い
る
と
報
じ
、
同
じ
く
楊
家
好
（
笑
有
里
六
、
○
○
○
鹸
畝
）
で

も
、
光
緒
初
年
（
一
八
七
五
）
無
辱
知
県
斐
浩
の
貸
銭
八
○
○
千
文
に
よ

っ
て
田
一
〇
〇
畝
を
購
賢
し
て
「
保
囲
堂
」
を
建
立
し
、
毎
年
の
小

作
料
収
入
を
撃
っ
て
、
堤
岸
。
洒
洞
等
の
修
理
事
務
の
責
を
負
わ
せ
、

大
囲
岸
は
七
年
に
一
大
修
、
三
年
に
一
喫
修
、
分
界
岸
は
三
年
に
一

大
修
、
一
年
に
一
小
景
、
こ
れ
を
坪
輩
に
経
管
せ
し
め
て
来
た
。
こ
れ

電
ま
た
、
理
に
圷
董
が
廃
せ
ら
れ
、
そ
の
貴
に
任
ず
る
者
な
く
、
大

胆
岸
は
失
修
す
で
に
七
年
に
及
ん
で
い
る
と
報
ぜ
ら
れ
た
。
（
王
亮

豊
．
陸
謂
民
「
無
錫
芙
蓉
・
楊
家
両
野
調
査
報
告
」
『
農
業
周
報
』
第
一
巻
第

一　

齒
¥
四
期
、
畏
国
二
十
年
十
二
月
十
八
日
）

　
さ
き
に
私
は
、
水
の
利
用
者
聞
の
分
水
の
法
を
・
み
た
が
、
そ
の
法

は
ま
た
他
村
と
の
闇
に
も
、
　
「
成
約
」
と
し
て
、
ま
た
「
慣
行
」
と

し
て
、
潟
く
か
ら
存
在
し
て
来
た
。
す
な
わ
ち
過
玄
の
～
賢
料
に
つ
い

て
は
、
墨
水
盛
光
教
授
が
『
中
国
郷
村
社
会
論
』
　
（
一
九
五
一
年
）
第

三
篇
第
一
一
章
第
一
飾
治
水
灌
漸
に
現
わ
れ
た
る
通
力
合
作
の
形
式
ぞ
、

掲
げ
ら
れ
た
が
、
私
は
近
年
の
事
例
を
と
り
上
げ
た
い
。

　
す
な
わ
ち
広
東
省
崖
県
で
は
、
望
楼
漢
の
河
水
を
、
旧
暦
十
二
月

に
は
東
羅
。
九
所
側
が
、
正
月
に
は
望
楼
側
が
分
水
し
、
い
ず
れ
も

挿
入
を
終
え
て
後
、
溝
を
醐
に
復
し
、
双
方
の
流
水
を
平
均
す
る
こ

と
は
、
既
に
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
北
方
の
例
で
は
、
河
北
省
邪
台
県
第
五
区
七
里
橋
村
ぞ
は
、
山
本

斌
氏
に
よ
れ
ば
、
晋
調
河
の
使
用
日
は
大
水
（
關
を
閉
じ
て
も
充
分
あ

る
水
）
は
七
、
十
、
二
十
】
の
蝋
二
日
闇
、
小
水
（
關
を
閉
じ
て
洩
れ
る
水
）

は
一
、
十
五
の
こ
串
間
と
せ
ら
れ
、
聖
餐
河
の
使
用
日
は
、
　
一
B
・

十
五
日
と
定
め
ら
れ
て
、
同
じ
く
田
家
庄
で
は
、
晋
面
河
の
水
は
、

次
の
ご
と
く
流
さ
れ
る
。
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大小

「
七
’
臼
よ
り
三
蘇
半
｛
離
隔
半

水
一
一
一
＋
言
一
三
皐
｛
鍵
聞
半

　
　
一
口
よ
刀
百
驚
動
當

水｛　
　
＋
吾
考
百
半
｛
離
輪

同
じ
く
東
旺
村
で
は
、
狗
頭
泉
よ
り
古
南
溝
に
水
を
引
き
、
用
水
蒔

に
は
処
々
に
設
け
ら
れ
た
關
は
、
上
流
の
方
か
ら
順
次
三
日
間
つ
つ

そ
の
閾
を
閉
じ
、
そ
こ
に
溜
っ
た
水
を
、
周
辺
の
農
罠
が
規
則
通
り

に
自
己
の
田
畝
に
引
く
よ
う
定
め
ら
れ
て
い
る
。

　
ま
た
密
密
の
河
套
ぞ
は
、
薪
石
菖
に
よ
れ
ば
、
渠
の
左
右
を
一
日

ご
と
に
交
互
に
行
う
と
か
、
あ
る
い
は
第
一
日
は
甲
支
渠
、
第
二
日

は
乙
支
渠
が
引
水
す
る
と
か
、
更
に
は
ま
た
三
口
に
近
い
支
渠
よ
り

渠
梢
（
退
水
渠
）
の
方
に
順
次
灌
水
す
る
か
、
逆
の
順
序
に
し
た
が
う

か
等
六
、
種
々
の
「
渠
規
」
が
み
ら
れ
る
。

　
そ
の
ほ
か
由
西
省
山
陰
県
大
鷹
墾
の
小
南
渠
（
四
支
里
）
は
、
万
暦

三
九
年
（
一
六
一
一
）
の
水
不
足
か
ら
、
他
県
の
村
庄
と
の
間
に
水
争

い
が
お
こ
ダ
、
以
後
、
応
県
の
村
田
は
単
月
（
斎
数
月
）
に
、
大
虫
墾

村
お
よ
び
合
盛
墜
・
両
庭
山
等
の
村
は
双
月
（
偶
数
月
）
に
、
そ
れ
ぞ

れ
か
わ
る
が
わ
る
灌
冒
す
る
こ
と
と
な
り
、
双
月
に
灌
水
す
る
村
六

の
闇
で
竜
、
ま
た
藪
田
の
日
時
を
定
め
、
修
得
等
の
費
用
は
、
ご
、

○
O
O
余
畝
の
灌
田
に
対
し
「
胸
倉
公
灘
」
し
て
い
る
と
　
（
『
画
西

省
沓
県
渠
魁
表
ご
。
ま
た
同
省
に
お
け
る
若
干
例
を
表
示
し
て
お
く
。

142　（578＞

眼
　
名

朔
　
県

平
　
遙

乙
次

渠

名

五
　
、
福
間

永
　
済
渠

常
　
安
渠

渠

道

灌
　
閏
　
面
　
積

東
二
三
〇
遊
手
里

西
渠
一
〇
余
財
四

九
　
亥
　
雪

避
〇
麦
里

一
〇
、
○
○
○
余
丁
畝

四
、
○
○
○
余
支
畝

二
、
　
六
五
〇
　
支
離

摘

要

備
欝
渦
蛍
　
（
三
日
〃
山
畑
薄
一
頃
）
　
・
よ
η
／
閃
［
H
閤
門
は
取
蕪
、
　
つ
い
で
四
這
間
は
隣
家
寒
小
、
　
さ

ら
に
二
門
臼
間
。
つ
つ
・
七
里
演
…
・
回
祝
蕪
・
安
蕪
が
飛
回
転
。
　
洪
轟
小
は
夏
｝
訟
　
（
山
ハ
日
〃
二
十

二
日
頃
）
の
筒
か
ら
安
蕪
、
木
家
塞
…
、
祝
荘
、
七
里
河
の
順
で
一
口
つ
つ
用
水
。

た
だ
漱
寝
だ
け
は
勝
手
に
使
用
で
き
る
℃

三
月
よ
り
十
月
ま
で
、
毎
月
十
口
か
ら
二
十
口
蜜
で
西
泉
村
が
、
二
十
日
か
ら

翌
月
九
日
ま
で
南
北
石
渠
頭
・
東
ト
宜
・
偏
城
・
梁
家
灘
が
矯
水
。

郵
村
と
張
花
が
そ
れ
ぞ
れ
十
一
臼
、
北
格
が
八
概
使
用
し
、
毎
月
で
一
周
す
る
。



串厩iにおけるかく利慣行（天野）

：太嬢

原仁

鳳双

中美

甘渠

三
支
黒
余

二
〇
交
黒

一
、
四
〇
〇
宿
毛

三
、
五
〇
〇
交
畝

興
旺
村
が
七
阿
門
、
轟
八
同
μ
雌
小
の
王
家
保
鴫
が
一
嘉
日
用
水
。

南
屯
村
十
三
日
、
南
堰
鎮
七
難
、
北
堰
鎮
五
口
、
二
十
五
目
で
一
巡
す
る
。

備
考
　

『
由
西
各
梁
渠
道
表
』
よ
”
若
午
ひ
ろ
っ
た
亀
の

　
こ
う
し
た
村
落
間
に
と
り
き
め
ら
れ
た
分
水
成
規
は
、
多
く
そ
の

水
を
利
用
す
る
村
落
問
の
水
争
い
を
生
じ
た
結
果
の
解
決
策
と
し
て
、

あ
る
い
は
ま
た
水
争
い
の
予
防
策
と
し
て
採
用
さ
れ
た
も
の
で
、
な

か
に
は
血
麗
い
械
門
や
汗
血
を
し
ぼ
ら
れ
た
訴
訟
や
村
老
達
の
骨
身

を
削
っ
た
労
苦
が
秘
せ
ら
れ
て
い
る
も
の
が
少
な
く
な
い
。
か
く
し

て
と
り
き
め
ら
れ
た
事
項
が
、
碑
文
に
労
せ
ら
れ
、
永
く
遺
さ
れ
て

き
た
こ
と
は
、
府
州
県
志
山
川
・
水
利
の
項
に
少
な
か
ら
ず
見
ら
れ

る
と
こ
ろ
ぞ
あ
る
。
こ
こ
に
二
、
三
の
事
例
を
挙
げ
て
お
く
。

①
道
光
屋
州
府
志
姦
）
醤
下
輿
架
利
、
奮
県
の
雫

　
「
南
橋
水
道
、
在
県
城
南
門
外
、
源
自
西
湖
、
籠
川
合
流
、
婚
約

　
橋
。
宋
人
竣
河
、
欝
欝
丹
達
大
江
。
正
統
（
一
四
三
六
i
四
九
）
聞
、

　
禁
町
人
於
両
岸
写
影
軽
車
、
引
水
灌
高
田
。
紫
野
八
年
（
一
四
八

　
二
）
副
使
徐
桀
、
以
南
橋
之
精
測
訴
称
、
橋
内
低
田
為
水
車
所
塾
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
遂
混
乱
廃
車
。
　
白
回
是
縫
・
丹
苦
無
｛
灌
溜
卿
、
　
争
副
訟
不
已
〇
　
一
淑
徳
六
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
（
一
五
二
）
馬
主
王
子
成
、
召
両
塑
造
民
謝
傑
・
陳
発
明
等
、
議

　
　
も
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
エ
　
　
へ

　
高
下
田
両
便
之
法
、
断
令
毎
年
以
十
一
月
二
十
日
開
通
水
道
、
灌

　
南
橋
古
田
。
待
蹴
転
発
生
、
至
次
馬
コ
月
初
一
日
、
方
許
諾
水
蛸

　
車
。
其
低
田
務
要
依
期
布
種
。
右
上
半
年
雨
水
泥
溢
、
則
水
車
働

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
応
開
通
。
永
為
定
規
L

②
同
治
『
婁
県
志
』
（
西
）
糞
河
渠
の
条
∴
好
監
艦
籍
、
或

　
売
水
以
市
利
。
豪
強
之
族
、
贈
与
水
飛
雨
私
。
上
流
居
偏
重
之
勢
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
へ
　
　
　
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
ち
　
　
へ

　
餓
黒
蓋
失
利
為
憂
。
争
端
繭
起
、
獄
訟
滋
煩
、
思
至
群
衆
圏
根
、

　
へ
　
　
　
も
　
　
　
た
　
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
殿
蠣
決
防
。
錐
自
明
代
及
今
、
賢
邑
宰
定
程
二
六
、
屡
稗
依
守
、

　
然
補
薬
終
未
能
禁
絶
也
。
」

・
③
糞
壷
『
続
修
邪
台
県
志
』
（
河
北
）
巻
之
控
地
薔
層
間
の
条

　
　
　
　
　
へ
　
　
　
あ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
i
「
毎
歳
按
鎌
分
刻
、
按
刻
分
水
、
諸
学
難
至
親
者
不
得
私
、
藍

　
貴
者
不
得
覇
、
至
賎
者
不
得
欠
。
祖
以
三
越
之
父
、
父
以
詳
伝
之
子
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
へ
　
　
も
　
　
も

　
子
以
罹
患
之
孫
。
…
…
子
孫
世
世
守
之
、
他
人
不
得
而
争
之
也
。
」

す
な
わ
ち
第
一
例
は
、
長
く
屯
つ
れ
て
き
た
訴
訟
事
件
－
水
利
案
件

を
官
衙
で
処
断
し
た
も
の
、
第
二
例
は
、
村
落
闇
の
小
ぜ
り
あ
い
か
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ら
訴
訟
に
も
ち
出
さ
れ
、
と
き
に
械
門
に
ま
ぞ
及
び
、
つ
い
に
邑
宰

に
よ
っ
て
和
議
調
停
ぞ
き
、
成
規
を
石
に
刻
し
て
遵
守
を
要
求
し
た

・
も
の
の
、
仲
々
ま
も
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
を
示
し
、
第
三
例
は
前
述

の
邪
台
県
七
里
河
の
水
利
に
関
す
る
も
の
で
、
前
一
一
例
と
ち
が
っ
て

用
水
利
用
者
個
々
人
の
成
規
を
示
し
た
竜
の
で
あ
る
。
な
お
第
ご
例

に
「
妊
黙
の
徒
は
、
あ
る
い
は
水
を
売
っ
て
以
て
利
を
市
9
、
豪
強

の
族
は
、
あ
る
い
は
水
を
檀
ま
に
し
て
以
て
自
ら
私
す
」
と
い
い
、

第
三
例
に
「
至
貴
者
は
覇
す
る
を
え
ず
」
と
述
べ
る
ご
と
く
、
地
方

の
豪
紳
・
地
主
が
水
利
施
設
を
聾
断
し
、
水
源
を
独
占
す
る
こ
と
は
、

旧
く
よ
り
み
ら
れ
、
か
の
華
麗
華
女
史
（
窯
二
巴
℃
ぎ
σ
q
，
湿
二
三
。
）
の

、
、
ゴ
6
剴
8
き
巳
。
霞
ω
8
麸
◎
門
Ω
凱
髭
‘
、
β
8
ド
に
も
「
権
門
・

豪
族
・
皇
族
。
王
公
。
地
主
。
官
吏
お
よ
び
蜜
商
た
ち
」
が
、
水
源

を
独
占
し
て
農
民
を
収
取
し
、
ま
た
小
作
人
に
転
落
せ
し
め
る
た
め

に
、
そ
れ
を
利
用
し
た
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
。
　
「
一
九
二
六
、
七

年
、
広
東
・
広
西
。
湖
南
に
お
い
て
、
嵐
の
ご
と
き
農
民
運
動
が
ま

き
起
つ
た
際
に
も
、
農
民
の
最
初
の
要
求
の
一
つ
は
、
地
主
に
占
拠

せ
ら
れ
た
水
源
の
返
還
で
あ
っ
た
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。
（
マ
ヂ
ャ
ー

ル
躍
業
那
趨
凪
豆
単
馳
君
臨
翻
』
第
二
血
昂
）

　
事
実
、
水
利
を
原
因
と
し
て
農
民
た
ち
が
錘
・
鋤
。
覆
を
執
り
、

．
そ
の
他
の
武
器
を
も
つ
て
大
挙
嘩
す
る
に
至
っ
た
「
夕
霞
」
の
例
は
、

．
す
で
に
湾
水
教
授
竜
古
書
よ
り
抄
撮
さ
れ
て
い
る
が
、
私
が
新
聞
紙

か
ら
拾
い
陣
し
た
・
も
の
に
、
左
の
ご
と
き
が
あ
る
。

00

@
河
北
省
天
津
県
民
と
静
海
県
民
の
械
門
－
静
海
県
王
穏
荘
・
常

　
流
荘
等
十
余
力
村
民
が
、
減
河
上
流
に
重
鎖
を
設
け
て
引
水
し
た

　
こ
と
か
ら
、
天
津
県
小
蠕
村
昆
が
こ
れ
を
破
壊
し
た
。
そ
こ
で
械

　
門
と
な
る
。
（
『
天
津
大
公
報
』
一
九
三
四
年
十
一
月
二
十
六
臼
）

②
　
山
東
省
鉦
野
県
民
の
男
茎
－
黄
沙
河
と
東
岸
と
西
岸
の
村
民
が
、

　
煽
の
構
築
問
題
よ
り
械
阿
と
な
り
、
調
停
に
あ
た
っ
た
手
長
が
、

　
民
衆
に
拍
留
・
隣
打
さ
れ
た
。
　
（
『
南
京
申
央
疑
報
』
一
九
三
四
年
八

　
月
六
臼
）

③
　
河
南
省
湯
陰
々
城
東
二
〇
余
事
里
の
両
村
民
の
械
門
t
小
書
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぴ

　
異
が
公
運
河
の
陛
防
を
姻
ら
ん
と
し
た
に
対
し
、
上
金
塞
村
民
が

　
こ
れ
を
阻
止
し
た
こ
と
か
ら
、
約
一
、
○
○
○
人
が
河
を
隔
て
て

　
大
書
門
を
な
す
。
　
（
『
天
津
大
公
報
』
一
九
三
五
年
七
月
三
十
臼
）

㈲
　
山
西
省
平
調
県
大
女
城
等
四
力
村
民
の
械
門
－
大
聯
城
・
西
柳

　
城
。
蘇
…
封
村
。
書
家
墾
の
四
八
村
民
が
灌
田
渠
の
争
い
か
ら
、
お

　
の
お
の
相
譲
ら
ず
、
つ
い
に
ニ
ヵ
所
で
大
踊
門
を
発
生
す
。
（
『
天

　
津
益
世
報
』
一
九
三
五
年
四
月
二
十
七
日
）
　
　
　
　
，
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⑤
　
山
酉
省
河
津
県
北
郷
村
民
の
械
…
門
一
圃
離
村
と
酉
鎧
村
の
村
民

　
が
、
水
利
を
争
う
て
た
が
い
に
膿
仇
忌
し
、
つ
い
に
争
執
を
お
こ

　
す
。
前
日
、
同
処
の
清
水
渠
の
上
流
で
、
渠
身
が
悪
書
分
子
に
控

　
開
さ
れ
た
。
そ
の
と
き
道
上
村
人
が
灌
水
す
る
番
に
な
っ
て
い
た

　
の
ぞ
、
こ
の
鋭
形
を
み
て
、
村
岡
二
〇
〇
余
人
を
招
集
、
西
鎧
村

　
に
対
し
問
罪
の
師
を
競
ハ
し
、
械
門
と
も
な
る
。
（
⇔
、
北
平
農
報
』
一
九

　
三
四
年
五
月
量
器
）

⑥
　
陳
西
省
洛
陽
県
三
山
村
民
と
張
荘
村
異
の
械
門
一
三
山
村
民
が

洛
水
の
河
岸
の
張
荘
村
く
決
口
・
取
水
し
た
こ
と
よ
り
、
械
門

　
お
こ
る
。
（
『
南
京
中
央
日
報
』
一
九
三
四
年
八
月
十
四
日
）

⑦
　
江
蘇
雀
無
錫
県
陳
騒
鎮
村
民
と
三
夕
県
聡
明
鎮
村
民
の
械
門
一

　
四
壁
下
側
の
巨
爾
構
築
に
よ
っ
て
河
流
を
裁
黒
し
た
こ
と
に
原
因

　
し
て
、
顧
山
鎮
側
の
堀
う
ち
壊
し
と
な
り
、
両
村
民
の
械
門
お
こ

　
る
。
（
鷺
型
以
中
央
日
報
』
一
九
三
四
年
八
月
二
十
一
日
）

　
⑧
　
　
汀
罪
鰍
…
省
～
驚
県
昆
と
｛
女
童
省
宿
県
民
の
縛
詮
目
…
一
・
九
三
六
年
五
月
、

　
爾
県
民
約
三
、
○
○
○
人
が
水
利
の
争
い
を
お
こ
し
て
、
里
門
と

　
な
る
。
（
銭
座
趨
コ
九
三
六
年
約
農
民
紛
糾
」
『
天
津
益
世
報
』
一
九

　
三
七
年
五
月
八
B
）

⑨
　
安
…
徽
省
構
県
民
と
河
南
省
熱
烈
県
属
の
械
欄
ロ
ー
永
城
県
民
が
漢

　
河
の
上
流
孔
家
溝
に
、
築
蠣
志
水
を
お
こ
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
宿

　
県
民
が
武
装
し
て
、
永
城
県
民
と
械
卜
す
。
（
無
気
京
中
央
ヨ
報
』
一

　
九
三
四
年
五
月
十
一
臼
）

　
以
上
の
諸
例
は
、
大
連
に
あ
っ
た
私
が
上
掲
新
聞
紙
の
地
方
通
訊

か
ら
拾
い
撫
し
た
零
片
で
、
そ
れ
が
ど
う
解
決
さ
れ
た
も
の
か
、
全

く
不
明
で
あ
る
。
が
、
た
と
え
ば
そ
れ
が
山
西
省
で
報
ぜ
ら
れ
る
よ

う
に
、
　
「
利
害
関
係
を
荷
す
る
郷
村
の
村
長
あ
る
い
は
書
眉
た
ち
が
、

関
帝
廟
に
あ
つ
ま
っ
て
、
和
議
の
形
式
で
問
題
を
解
決
す
る
」
裸
婦
，

屯
あ
ろ
う
し
（
土
手
鈎
『
我
国
佃
農
経
済
状
況
』
）
、
　
ま
た
県
政
府
に
持

ち
禺
さ
れ
、
あ
る
い
は
地
方
官
憲
が
乗
り
荒
し
て
、
　
「
勧
解
調
和
」

す
な
わ
ち
仲
裁
や
調
停
和
解
が
お
こ
な
わ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
械
阿
に
ま
で
到
ら
ず
に
、
地
方
の
官
憲
や
書
紳
た
ち
に
よ
っ

て
手
打
ち
の
で
き
た
も
の
竜
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
に
一
つ
『
中
国
経
済

月
報
』
に
み
ら
れ
る
次
の
ご
と
き
記
事
を
と
り
上
げ
て
お
き
た
い
。

す
な
わ
ち
「
漸
江
の
南
部
や
東
部
の
耕
地
の
多
く
は
、
丘
陵
地
帯
に

位
し
、
山
申
の
古
流
を
引
い
て
、
限
ら
れ
た
水
の
供
給
を
な
し
て
い

る
。
こ
の
地
方
の
慣
習
に
従
え
ば
、
漢
流
が
あ
る
人
の
所
有
地
内
を

襲
し
医
る
と
き
は
・
か
れ
は
葬
の
そ
の
部
分
に
対
し
て
・
引
圃

水
の
誹
他
律
権
利
を
も
ち
、
そ
の
権
利
は
大
な
り
小
な
り
か
れ
の
私
　
燭



産
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
ひ
で
り
の
博
に
は
、
そ
の
所
有
者
は
屡

屡
堰
を
つ
く
っ
て
水
を
溜
め
、
そ
の
下
流
に
位
す
る
土
地
の
農
民
た

ち
か
ら
、
水
の
供
給
を
断
つ
。
か
か
る
揚
合
が
発
生
す
る
と
、
深
刻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

な
紛
争
が
お
こ
り
、
結
筒
当
局
の
干
渉
に
ま
で
及
ぶ
。
だ
が
、
こ
の

も
　
　
　
も
　
　
　
へ
　
　
　
し
　
　
　
し
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
セ
　
　
　
へ

よ
う
な
案
件
に
関
し
て
、
裁
判
所
も
判
決
を
下
し
え
な
い
こ
と
が
多

たい
」
と
。
（
．
．
6
鈴
碧
。
図
p
同
ζ
ピ
p
民
9
く
獅
。
込
μ
ぢ
ぎ
Ω
拓
甑
琴
び
q
噌
二
Ω
岡
ぎ
2
ゆ

罵
o
o
零
ヨ
ざ
銀
o
H
三
二
ど
O
o
ε
ぎ
バ
♂
渓
）

　
誠
に
ト
ウ
ネ
イ
氏
も
い
う
ご
と
～
、
、
ヨ
ー
μ
ッ
パ
の
村
落
に
お
い

て
は
、
耕
作
の
共
同
施
設
の
維
持
に
関
し
て
、
あ
る
い
は
荘
園
の
法

廷
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
並
ハ
・
蒋
牧
揚
や
草
原
や
森
林
の
使
用
規
定
を

め
ぐ
っ
て
、
行
わ
れ
た
協
力
と
そ
し
て
紛
争
は
、
中
国
に
お
い
て
は
、

何
よ
り
も
水
の
問
題
を
中
心
と
し
て
お
こ
る
の
で
あ
る
。
L
（
閃
・
撮
・

ρ、

Q
く
器
ど
．
．
び
巳
惹
碧
q
び
p
ぎ
門
ぎ
Ω
H
陣
言
鴇
ワ
塗
）

六
　
新
中
国
に
お
け
る
水
利
問
題

　
さ
て
以
上
に
み
ら
れ
る
如
き
長
年
の
水
利
慣
行
が
、
新
申
国
の
成

立
に
伴
な
う
社
会
関
係
の
変
革
か
ら
、
所
謂
残
存
す
る
封
建
「
水

規
し
の
廃
除
と
な
り
、
次
第
に
一
歩
一
歩
と
民
主
的
・
統
一
的
な
水

利
灌
漉
管
理
制
度
が
確
立
し
つ
つ
あ
る
。

　
す
な
わ
ち
土
地
改
革
の
実
施
に
よ
っ
て
、
「
記
者
有
其
田
」
溜
度

を
笑
現
す
る
と
と
も
に
、
厳
重
な
「
階
級
区
分
」
が
設
定
さ
れ
て
、

地
主
。
富
農
の
郷
村
支
配
が
推
翻
せ
ら
れ
、
醜
し
い
指
導
層
が
生
れ

る
と
と
も
に
、
郷
村
に
お
け
る
民
主
政
治
が
笑
現
さ
れ
出
し
て
来
た
。

か
く
し
て
か
つ
て
の
水
利
富
鉱
管
理
亀
、
土
地
改
革
を
経
て
、
　
一
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
へ

支
配
者
の
独
占
的
・
悪
心
的
情
況
が
、
一
掃
さ
れ
つ
つ
あ
る
よ
う
だ
。

そ
し
て
今
や
「
封
建
的
水
規
の
廃
除
と
民
主
管
理
の
実
現
」
が
目
ざ

さ
れ
、
そ
の
た
め
用
水
戸
が
数
戸
で
水
利
小
組
を
つ
く
り
、
そ
れ
が

あ
つ
ま
っ
て
村
水
利
委
員
会
を
構
成
し
、
さ
ら
に
こ
れ
が
行
政
地
域

あ
る
い
は
水
系
を
中
心
と
す
る
上
級
の
水
利
管
理
機
構
に
連
繋
す
る

と
い
っ
た
民
主
集
中
制
を
採
用
し
、
そ
れ
ぞ
れ
公
選
さ
れ
た
委
員
会

で
、
分
水
順
序
や
水
量
等
が
公
議
せ
ら
れ
、
必
要
経
費
を
徴
収
し
、

ま
た
種
々
の
水
利
問
題
が
議
せ
ら
れ
、
中
村
治
兵
衛
教
授
の
…
冨
葉
を

借
れ
ば
、
　
「
新
し
く
再
生
し
て
い
く
灌
瀧
水
利
は
、
旧
来
の
一
村
あ

る
い
は
数
力
村
、
な
い
し
は
あ
る
特
定
の
農
村
祉
会
に
の
み
妥
当
す

る
孤
立
と
閉
鎖
性
を
も
つ
慣
行
と
し
て
で
は
な
く
、
中
国
全
体
の
農

業
生
産
と
結
び
つ
け
ら
れ
た
農
業
技
術
の
一
つ
と
し
て
、
活
路
を
見

出
そ
う
と
し
て
い
る
も
の
の
こ
・
．
し
く
．
て
あ
る
。
」
　
（
新
中
國
の
灌
澱
水

利
」
）
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そ
こ
で
、
も
少
し
具
体
的
な
改
革
の
事
例
を
さ
ぐ
っ
て
み
よ
う
。

ま
ず
土
地
改
革
の
の
ち
、
中
国
で
は
農
民
の
組
織
化
・
農
業
の
集
団

化
が
推
進
せ
ら
れ
、
互
助
組
の
形
成
か
ら
農
業
生
産
盗
作
社
の
組
織

へ
と
、
急
テ
ン
ポ
で
発
展
を
み
せ
、
一
九
五
四
年
末
に
は
農
業
生
産
合

作
社
は
五
〇
万
個
に
な
ん
な
ん
と
し
、
参
加
風
戸
は
全
国
総
蔀
戸
の

一
一
9
4
〃
、
経
営
耕
地
は
金
国
耕
地
の
一
四
4
ρ
に
お
よ
ぶ
に
い
た
っ
た

（
李
先
念
「
関
於
一
九
五
四
年
国
家
決
算
和
一
九
五
五
年
國
家
豫
算
報
告
」

『
人
畏
臼
報
』
一
九
五
五
年
七
月
十
日
）
。
　
い
う
ま
で
も
な
く
、
　
「
互
助

組
」
は
、
組
員
が
自
願
互
助
。
等
価
交
換
・
民
主
管
理
の
原
則
に
竜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

と
ず
い
て
、
こ
れ
を
運
営
す
る
が
、
土
地
お
よ
び
生
産
手
段
は
、
個

、
入
の
所
有
・
な
ら
び
に
使
用
に
委
さ
れ
、
そ
の
投
下
労
働
も
、
写
本
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
も
　
　
ゐ
　
　
へ

に
は
個
人
的
ぞ
あ
り
、
互
助
労
働
は
、
主
と
し
て
「
単
三
工
」
。
「
按

画
定
分
」
の
法
で
評
価
計
算
せ
ら
れ
、
そ
の
生
産
物
は
個
人
に
帰
属

す
る
。
と
こ
ろ
が
、
　
「
農
業
生
産
合
作
社
」
で
は
、
欄
人
所
有
の
土

地
を
入
股
（
出
資
）
し
、
合
作
社
が
統
｝
的
・
計
画
的
な
生
産
活
動

を
営
み
、
入
股
し
た
土
地
〔
扮
〕
と
提
供
し
た
労
働
力
と
に
比
例
し

て
、
合
作
社
の
収
益
を
分
配
す
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
合
作
社
の
段
階

に
い
た
っ
て
、
は
じ
め
て
個
女
人
の
土
地
に
対
す
る
全
体
的
支
配
が

実
現
し
、
し
た
が
っ
て
耕
地
の
整
理
・
土
地
の
改
良
が
実
行
で
き
る

に
い
た
る
。
た
と
え
ば
四
川
省
三
台
県
尊
徳
郷
第
八
村
の
王
滝
安
農

業
生
産
合
作
社
で
は
、
互
助
組
の
時
代
に
は
、
一
条
五
〇
余
丈
の
素

噺
を
興
修
す
る
の
に
、
組
員
馬
瀬
の
利
害
関
係
か
ら
甲
論
乙
駁
で
、

㌔
結
局
工
事
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
合
作
社
が
成
立
し
、
土
地
が
入
湯

さ
れ
る
と
、
砦
が
損
を
せ
ず
、
便
利
に
な
る
の
ぞ
、
ご
八
○
余
「
工
」

（
労
働
力
）
を
費
し
て
、
溝
堰
が
修
通
し
た
し
、
ま
た
以
前
に
は
一
筆

の
水
濁
が
、
大
き
い
の
で
九
分
（
わ
が
六
畝
）
、
小
さ
い
の
は
一
分
二

厘
（
O
・
山
風
）
、
畔
ぞ
仕
切
ら
れ
て
い
た
が
、
合
作
社
の
成
立
後
、

一
〇
〇
余
筆
の
田
を
な
ら
し
、
耕
地
整
理
を
し
て
、
二
。
四
畝
（
一

反
六
畝
）
分
を
ふ
や
す
こ
と
が
出
来
た
と
し
（
『
人
昆
日
報
』
　
一
九
五
四

年
｝
月
二
＋
六
醸
）
、
山
西
省
平
順
県
河
北
村
で
も
、
蟹
双
慶
農
業
生

産
合
作
社
（
三
六
戸
）
が
成
立
し
て
、
土
地
の
統
一
経
営
が
実
行
さ
れ

る
こ
と
と
な
る
や
、
渠
道
が
修
成
さ
れ
れ
ば
、
少
な
く
と
も
四
〇
〇
畝

の
土
地
の
灌
漉
が
可
能
と
な
り
、
二
度
薄
舞
す
れ
ば
、
一
畝
に
つ
き
最

低
三
〇
斤
の
糠
・
食
が
増
産
、
し
た
が
っ
て
四
〇
〇
畝
に
一
二
、
○
○

○
斤
は
増
産
が
可
能
だ
と
い
っ
た
計
算
の
も
と
に
、
隠
男
の
熱
情
を

鼓
舞
し
、
　
一
月
二
十
四
日
か
ら
全
社
員
が
三
長
雨
か
か
つ
て
二
支
里

（一

L
ロ
）
の
渠
道
を
修
成
す
る
こ
と
が
ぞ
き
た
と
報
じ
て
い
る
。

（『

?
民
日
報
』
一
九
五
四
年
四
月
五
葉
）
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も
っ
と
も
水
源
の
規
模
・
利
周
地
歓
の
大
小
な
ど
に
よ
っ
て
、
実

際
の
用
水
量
は
制
約
せ
ら
れ
、
そ
の
た
め
た
と
え
ば
山
酉
省
で
は
大

衆
性
の
毒
水
・
節
水
運
動
が
展
開
さ
れ
て
、
「
愛
心
鉱
水
公
約
」
の

訂
立
も
報
ぜ
ら
れ
（
扮
河
・
爾
河
等
の
地
方
の
農
民
た
ち
は
、
水
量

の
大
小
に
も
と
ず
き
、
使
水
の
集
申
あ
る
い
は
分
散
の
原
則
－
水
量

不
足
の
と
き
に
は
、
「
先
民
青
黄
後
二
白
地
乙
・
「
先
撮
桿
作
物
、
後

高
桿
作
物
」
の
弁
法
に
応
じ
て
、
水
量
を
分
配
す
る
一
を
つ
く
り
出

し
、
ま
た
解
織
西
王
村
等
の
地
方
で
は
、
棉
花
の
若
水
を
耐
量
お
き
の

溝
に
入
れ
る
と
い
っ
た
方
法
を
採
用
す
る
に
い
た
っ
て
い
る
。
　
（
武

光
湯
「
山
西
省
改
善
灌
瀧
発
揮
水
利
効
能
酌
経
験
」
『
人
畏
田
報
』
一
九
五
二

年
三
月
一
殴
）

　
つ
ぎ
に
水
利
管
理
機
構
の
改
革
で
あ
る
が
、
地
主
。
豪
紳
の
独
占

把
持
こ
そ
す
で
に
推
翻
さ
れ
た
も
の
の
、
武
光
湯
紫
電
「
樹
建
性
を

帯
び
た
不
合
理
な
管
理
制
度
は
、
な
お
未
だ
完
全
に
改
変
さ
れ
ず
、

大
部
分
の
地
区
で
は
、
依
然
「
弊
誌
」
・
「
蓬
頭
」
制
を
保
留
し
て

い
て
、
水
権
は
少
数
人
に
操
縦
せ
ら
れ
、
使
水
特
権
を
享
帯
し
て
お

る
。
ま
た
管
理
の
不
善
か
ら
し
て
、
曇
空
工
程
上
に
竜
、
厳
重
な
不

公
と
人
力
。
物
恥
の
浪
費
の
現
象
が
あ
る
」
と
し
、
渠
長
・
三
頭
制

や
大
衆
を
搾
取
す
る
「
水
龍
頭
」
・
「
水
老
人
」
を
廃
除
し
、
受
益

者
に
水
利
代
蓑
を
（
践
Q
戸
な
い
し
一
〇
Q
μ
に
一
名
の
欄
で
）
選
挙
さ

せ
て
、
定
道
あ
る
い
は
県
水
利
代
表
会
を
組
織
せ
し
め
、
代
表
会
か

ら
水
利
委
員
会
を
つ
く
ら
せ
、
責
任
を
以
て
本
藍
の
水
利
工
作
を
管

理
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
。
そ
し
て
今
日
（
一
九
五
二
年
三
月
）
で
は
、

湯
河
・
濾
河
・
潭
泥
河
・
雲
申
河
・
牧
馬
河
・
・
陽
武
河
。
龍
子
寺
．

霧
選
一
な
ど
の
煙
管
系
統
、
お
よ
び
楡
…
次
。
臨
沿
。
号
泣
等
二
十
一
二

の
重
点
県
で
は
、
み
な
水
利
代
表
会
が
つ
く
ら
れ
、
若
干
の
地
区
ぞ
は
、

す
ぞ
に
三
廻
以
上
の
会
議
が
開
か
れ
、
県
・
渠
水
利
代
表
は
す
で
に

四
、
○
○
○
余
人
に
の
ぼ
り
、
大
部
分
の
も
の
は
、
水
利
に
熱
心
な

積
極
分
子
と
、
水
利
に
対
し
貢
献
し
・
創
造
し
た
労
働
模
範
で
あ
る
。

そ
し
て
水
利
紛
争
も
す
で
に
大
々
的
に
減
少
し
て
い
る
。
た
と
え
ば

楡
次
週
琶
で
は
、
土
地
改
革
前
に
は
、
水
利
紛
争
が
一
二
〇
件
庵
発

生
し
た
が
、
　
一
九
五
一
年
に
は
わ
ず
か
に
一
六
件
、
晋
中
の
沿
河
ぞ

は
五
〇
年
に
一
五
件
あ
っ
た
が
、
五
一
年
に
は
わ
ず
か
に
四
件
、
し

か
も
い
ず
れ
も
水
利
代
表
の
協
商
で
解
決
し
て
い
る
。

　
ま
た
こ
れ
ま
ぞ
の
不
合
理
な
分
村
分
段
割
拠
。
上
下
流
と
受
益
村

と
の
聞
の
分
配
水
玉
の
不
公
平
に
鑑
み
、

　
　
武
氏
は
、
こ
こ
に
次
の
ご
と
き
綱
を
あ
ぐ
。
す
な
わ
ち
陣
県
陽
武
村
の
水

　
地
墨
、
○
○
○
畝
に
は
分
水
四
日
、
南
甲
村
の
水
十
三
、
○
○
○
畝
は
分
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水
一
日
、
南
黒
鉱
・
魏
家
荘
の
水
地
酒
、
○
○
○
畝
は
分
水
わ
ず
か
に
一

　
旨
に
す
ぎ
ぬ
こ
と
、
ま
た
犠
都
硲
・
陰
口
等
の
地
で
は
、
　
い
ぜ
ん
「
上
足

　
下
用
」
の
不
合
理
な
灌
三
原
則
を
採
用
し
、
　
上
流
の
村
で
は
毎
年
連
続
し

　
て
い
く
た
び
か
灌
噛
す
る
の
に
、
下
流
の
村
で
は
三
年
に
一
度
も
ま
わ
っ

　
て
叢
ぬ
と
。

河
系
渠
道
の
統
一
管
理
・
統
一
使
用
の
方
向
に
、
そ
の
運
動
を
進
め

て
来
た
。
そ
し
て
一
部
に
そ
れ
が
実
現
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
一
九

五
〇
年
溌
河
灌
渠
が
、
水
利
労
働
模
範
劉
長
義
に
よ
っ
て
、
ま
っ
さ

き
に
統
一
管
理
・
統
一
使
水
を
笑
行
し
、
区
村
の
地
界
を
打
破
し
て
、

地
形
・
地
勢
に
応
ず
る
順
水
行
澆
の
や
り
方
が
は
じ
め
ら
れ
、
前
年
・

ま
で
僅
か
に
五
〇
万
畝
を
灌
平
し
た
の
が
、
こ
の
年
に
は
七
〇
万
畝
、

五
一
年
に
は
九
四
万
畝
に
お
よ
び
、
ま
た
霧
泉
渠
の
南
・
北
・
中
の
三

条
の
渠
道
の
統
一
使
水
の
の
ち
に
は
、
南
震
渠
は
過
去
に
は
一
二
六
日

で
一
回
輪
愛
し
た
も
の
が
、
現
在
で
は
十
八
日
に
短
縮
せ
ら
れ
、
北

震
渠
竜
四
五
日
が
二
五
日
越
短
縮
、
ま
た
中
華
渠
は
も
と
麦
地
に
の

み
灌
概
で
き
た
が
、
今
や
秋
田
に
も
水
が
あ
っ
て
灌
漉
す
る
よ
う
に

山
な
っ
た
。
…
楡
次
の
榊
繍
…
河
」
賞
回
申
　
渠
は
、
　
四
九
年
に
は
六
〇
円
【
で
d
も
A
凱
齪
即

を
灌
概
し
え
な
か
っ
た
が
、
五
一
年
の
統
一
管
理
後
に
は
、
十
八
日

ぞ
・
全
部
を
澆
完
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
張
慶
渠
は
五
〇
年
に
は

十
五
日
で
も
つ
て
三
、
○
○
○
畝
地
を
澆
し
た
も
の
寮
、
五
一
年
の

統
一
使
水
後
に
は
、
十
日
で
四
、
五
四
〇
畝
地
を
灌
下
す
る
に
い
た

っ
た
。
さ
ら
に
陽
武
河
は
、
過
宏
に
は
十
八
力
村
水
地
五
万
畝
に
対

し
、
三
〇
日
で
輪
澆
一
回
に
及
ん
で
い
た
が
、
五
一
年
に
は
こ
二
日

半
で
全
部
が
澆
完
し
、
あ
ま
っ
た
水
量
で
新
し
く
六
力
村
一
六
、
O

O
O
畝
が
用
水
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
と
。

　
さ
ら
に
武
氏
に
よ
れ
ば
、
　
一
歩
を
進
め
て
、
　
「
使
水
公
約
」
を
定

め
て
、
不
倫
水
・
不
浪
費
・
不
失
認
等
各
種
の
保
証
を
さ
せ
る
方
向

に
む
か
い
、
す
で
に
瀟
…
河
等
十
五
道
渠
お
よ
び
五
〇
余
力
村
は
、
全

部
そ
の
「
公
約
」
を
訂
起
し
て
い
る
と
。

　
以
上
は
、
薪
中
国
に
お
け
る
ほ
ん
の
若
干
例
を
と
り
幽
し
た
に
過

ぎ
ず
、
こ
れ
を
全
国
的
に
み
れ
ば
、
地
主
。
豪
紳
の
水
利
専
撞
こ
そ

無
く
な
っ
た
ろ
う
が
、
武
氏
の
い
う
ご
と
く
「
封
建
性
を
帯
び
た
不

合
理
な
管
理
制
度
は
、
な
お
未
だ
完
全
に
改
変
さ
れ
ず
」
。
と
り
わ

け
村
々
が
長
年
も
ち
来
た
っ
た
用
水
慣
行
を
打
破
し
て
、
全
体
の
立

揚
か
ら
そ
の
用
水
を
調
整
し
て
ゆ
く
の
に
は
、
数
女
の
苦
難
の
途
を

た
ど
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
蝋
九
五
五
年
八
月
二
碍
改
稿
）
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multiplied--in short, it has come into its own. This is the so

son (~tt) under the Muromachi Shogunate. But the so-son was 

still insecure because of the stratification of the population within 

itself and the interference of the warring magnates. This will 

explain to some degree the military character of the community. 

In this article I aimed to trace the slow and continuous deve

lopment of the village community and to illustrate it in its pro

per position under the feudal structure of medieval Japan. 

The Geographical Scale of the Community 

By 

Ichiro Suizu 

Between the area and the population of the community there 

is a general rnle and in the mode of combination among the vari

ous teritories from the village to the nation there also is a order and 

a kind of systematization. This article is a more detailed study from 

the above-mentioned view-point of the foregoing research "The 

Stratificated Combination of the Ar~as" which I published in the 

Geographical Review (vol. 28. No. 5). An approach was made 

as to the reciprocal relation between the evolution of the territories 

and their organization and of spontaneous and the institutional 

communities. 

The areas, the landscapes and the riature are the original 

whole of the human community and I want to pave the way to 

the " area " as man has once found the ' society ". 

Irrigation Customs m China 

By 

Motonosuke Amano 

For the growth of the agricultural production water supply 

is indespinsable and its management is influential for the life of 

the community. When it is taken up by the public and the com

munal authority or by the individual the right of the water mana

gement comes to the fore. This article is an attempt to describe 

this as a function of the village community. 

( 626) 



　　　　But　in　China　the’　variety　of　natural　conditions　and　sdcia｝

’development　gave　rise　to　the　’ 撃盾モ≠戟@deviations　in　the　irr’igative’

customs．　1　am　therefore　concerned　with　the’　formation　of　such

gustoms　according　to　the　geographical　localities　mainly　documented

in　the　materials　which　1　co11ectecl　in　China　and　moreover　refer一

’red　them　t’o　the　new　social　developments　Lmder　the　Commtmist

’goVernment．　There　the　i，rrational　institutions　with　decaying　feu－

dalism　are　in　the　process　of　reform　and　tmification．

　　　　　　Archaeological　Study　on　the　lndigeneous　Cultures

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　of　Southern　1〈orea

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工3y

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Kyoichi　Arimitsu

　　　　From　tke　Yellow　River　Basin　and　Northern．　Asia　the　first

itrietal　culture，　which　were　represented　by　the　weapons，　harness

and　chariot　fittings，　spread　over　Korea，　ancl　thell　the　coloniza－

t’ion　by　Han　started　in　108　B．　C．　The　Han　colonisis　can　be　recog－

nized　from　a　lar．cre　number　of　burial　mounds，　in　which　the　cha－

racteristic　Chinese　relics　of　hlghly　developed　lron　Age　culture　｝aave

been　fotmCl．　ln　Southern　1，Zorea，　beyond　tlie　boundery　of　Lo－lang，

very　few　concre”L’e　evidenc」s　of　the　Lo－lan．cr　culture　were　found，

wliile　over　150　finds　of　polisyed　stone　daggers，　whidi　vNrere　undo－

ul）tedly　imitated　by　the　contemporary　native　peopie　the　bronze

daggers　of　the　first　inlfaded　metal　culture　prior　to　the　clevelop－

rnent　of　the　Han　colony，　wexe　reportecl．　Some　of　these　stone

clag’gers　were　foun（．1　in　t’he　pre｝iistoric　graves，　，　ai［nonbff　them　the　so－

ca｝led　“dolmens”　are　inost　significant．　’lrhe．begeath　constrttc－

tions　of　the　doli：nens　as　well　as　t・he　coramon　prehij．toric　graves，　in

w’?ｌｃ’n　t’tx’e・　stone　daggers　were　fozmcl，　are　classifiedsnto　stone　cists，

rectangular　chambers　and　some　of　them　are　covertd　with　a　heap

of　stones．　Such　constructions　are　fttnctiona．lly　sinilar　to　tliose　of

the　buria　l　chtambers　covered　with　mounds　which　were　common

in　Southern　Korea　during　the　Time　of　Three　Kln．aloms　（4－7　cen－

tL｝ry　A．　D．）　；　the　latter　having　an　elongated，　paralb｝ed－si（lecl　cha－

ber　or　gallery　with　no　functional　dlstiiiLction　of　a　ptssage，　usually

for　a　single　inhumation　ancl　some　are　covered　vttth　a　heap　of

（62．　5）




